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はじめに 

 

 

 

 

 

高齢化や人口減少が進むわが国において、人と人との繋がりや支え合いが希薄化

し、様々な分野で担い手の減少が問題となっています。また、８０５０問題、ひき

こもりのように様々な問題が絡み合った複合的な支援を必要とする場合に、高齢者・

障害者・児童といった対象者別の公的支援では対応が困難なケースも浮き彫りにな

ってきています。 

そこで国は、「地域共生社会の実現」を掲げ、制度や分野ごとの「縦割り」から、

分野をまたがった「丸ごと」支援への転換、また地域住民などが「我が事」として

主体的に支え合い、地域の資源を生かして暮らしに豊かさを生み出すための仕組み

を支援するよう改革を進めています。 

稲沢市では、平成１７年から「稲沢市地域福祉計画」を５年ごとに策定し、この

たび、第４次の計画を策定いたしました。今回の計画は、地域福祉のより一層の推

進を図るため、稲沢市社会福祉協議会の「稲沢市地域福祉活動計画」と一体的に作

成し、「自助」「共助」「公助」の考えのもと、「地域共生社会の実現」をめざしてい

きます。 

令和２年２月に、子ども・子育てに関する拠点として稲沢市中央子育て支援セン

ターを開設しました。また秋には、市役所新分庁舎内に福祉課を整備し、令和３年

度からは社会福祉協議会を併設することで、市の福祉部門と社会福祉協議会をワン

フロアとする福祉の拠点を整備します。子育て及び福祉に関する相談にそれぞれワ

ンストップで対応いたします。 

この計画の基本理念としました「地域のみんなでつくる、安心して暮らせるまち」

の実現のためには、行政のみならず市民や関係者の皆さまが主体となって取り組ん

でいただくことが肝要と考えております。引き続き皆さまの御支援と御協力をよろ

しくお願いいたします。 

また、計画策定にあたり、御尽力いただきました策定委員の皆さまをはじめ、御

協力いただきました関係者の皆さまに感謝申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

稲 沢 市 長 加 藤 錠 司 郎 

  



 

 

ごあいさつ 

 

 

 

 

 

近年の急速な少子高齢化や人口減少、地域におけるつながりの希薄化、住民同士

が支え合う機能の弱体化などの社会情勢の変化により、地域住民が抱える課題は複

雑・深刻化しており、その解決に向けた支援体制の整備が求められています。 

こうした中、稲沢市社会福祉協議会では、「地域共生社会の実現」を目指し、関係

機関や地域住民との連携を強化していかなければなりません。 

稲沢市社会福祉協議会では、今回の計画から、稲沢市が策定する「地域福祉計画」

と一体とした「地域福祉活動計画」を策定することで、住民とともに実践していく

地域福祉活動の具体的な活動を示させていただいております。 

この計画の基本理念であります「地域のみんなでつくる、安心して暮らせるまち」

を目指して、重点事項でも掲げておりますように、特に次のことに力を入れていき

たいと考えております。 

一つ目は、福祉の拠点の整備により社会福祉協議会と市役所の福祉部門がワンフ

ロアになることで、多様かつ複合的な課題に対してもワンストップで対応できる福

祉総合相談窓口を強化し、断らない相談窓口として相談体制の再構築を図ります。 

二つ目は、生活支援体制整備事業の充実です。現在、社会福祉協議会では市内各

地区に生活支援体制整備事業により設置した「協議会」を立ち上げています。 

この協議会を活性化させ、地域課題を把握するとともに地域組織と連携をし、課

題解決に向けての体制整備の強化に努めます。 

最後になりますが、本計画の策定にご尽力いただきました地域福祉計画策定委員

会の委員の皆様をはじめ、計画策定にご協力いただいた関係者の皆様に心から感謝

申し上げます。 

 

令和２年３月 

稲沢市社会福祉協議会 会長 渡邉 菱 
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（概要③：カラー） 

 

 

 

 

 

  



 

 

（概要④：カラー） 
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第１章 地域福祉計画・地域福祉活動計画の概要 

１ 地域福祉の基本的な考え方 
 

 

本市では、これまでの地域福祉計画においても、「自助」「共助」「公助」の視点から、地

域の様々な課題の解決に取り組んでいくという考え方を示してきました。自分自身や家族

でできることは「自助」として取り組み、近隣の住民や地域で協力して解決できることは

「共助」として取り組む、それでも解決できないことは「公助」として公的な機関などが取

り組むというのがその基本的な考え方です。 

地域福祉の推進については、社会福祉法第４条に、地域福祉の担い手が相互に協力し、支

援を必要とする市民が地域で生活し、あらゆる分野の活動に参加できるようにするという

考え方が示されています。法律における“地域福祉の担い手”とは、「地域住民、社会福祉を

目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者」を指します。地域住民も地

域福祉の担い手として位置づけられているのは、まさに「自助」や「共助」の必要性からで

あると考えられます。 

地域で生活し、支援を必要とする市民は、多様なニーズを抱えています。そうした人々を、

まずは「自助」と「共助」で支え、さらに「公助」で支えるという形を作っていくのが、こ

の地域福祉計画の基本的な考え方です。 

それを実現するためには、市民１人ひとりが「自助」の意識を持つとともに、「共助」の

意識を持って地域に参画すること、「共助」を推進するための地域組織を強化し、地域の取

り組みを活発化すること、地域の実情や各種制度等を根拠とする公的サービスを充実させ、

「公助」の体制を構築することが必要となります。各地域の実情に応じて、こうした支援が

バランスよく機能していく「地域共生社会」の実現をめざしていきます。 
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第１章 地域福祉計画・地域福祉活動計画の概要 

２ 「地域」とは 
 
 

 

この計画において「地域」とは、下図のように多層的にとらえていきます。 

地域福祉で扱う地域の課題は、個人単位のものから地域全体のものまで多様であり、対応

の仕方も変わってきます。そのため、市全体を「第１層」、支所・市民センター地区単位を

「第２層」、行政区（自治会）単位を「第３層」、組・班や地域ボランティアなどの活動組織

単位を「第４層」と位置づけます。また、支所・市民センター地区と行政区との中間となる

概念として、小学校区単位を「第 2.5 層」として位置づけます。 

 

 

地域の捉え方と、それぞれの単位での取り組みのイメージ 
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第１章 地域福祉計画・地域福祉活動計画の概要 

３ 計画の目的と位置づけ 
 
 

３－１ 計画の目的と期間 

この計画は、稲沢市における地域福祉の推進を目的としています。稲沢市の地域福祉の推

進に関わる全ての方が「自助」「共助」「公助」の考え方を理解し、地域の課題に気づき、そ

の解決を支援する、すなわち「地域共生社会」を実現していくことがこの計画の目的です。 

 

 

この計画は、令和２年度から令和６年度を目標年度とする５か年計画として策定します。 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和 5 年度 令和６年度 
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３－２ 計画の位置づけ 

①社会福祉法に基づく「市町村地域福祉計画」 

この計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」として、地域

福祉の推進に関する事項をまとめた計画です。 

 

②社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」 

また、この計画は、稲沢市社会福祉協議会が地域福祉の推進のために果たすべき役割を明

確化するために策定する「地域福祉活動計画」としての位置づけを包含するものとして、市

の「市町村地域福祉計画」と一体的に策定しました。 

 

③市の関連計画と整合した計画 

この計画は、稲沢市総合計画の方向性を踏まえ、市の福祉関連計画（介護保険事業計画・

高齢者福祉計画、障害者計画・障害福祉計画、子ども・子育て支援事業計画等）の上位計画

として策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④市民の意見を踏まえた計画 

この計画は、策定委員会をはじめ、市民アンケート調査、市民意見交換会、パブリックコ

メントなどから把握できる市民の意見を踏まえた計画として策定しました。 
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第１章 地域福祉計画・地域福祉活動計画の概要 

４ 計画策定までの取り組み 
 

 

４－１ 計画策定プロセス 

この計画は、下図のプロセスを経て策定しました。 
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４－２ アンケート調査 

計画の策定にあたって、アンケート調査を以下のように実施しました。 

 

調査地域 稲沢市全域 

調査対象 稲沢市に居住する中学生以上の男女 

サンプルサイズ 2,800 件 

（有効回収数：1,252 件  回収率：44.7％） 

調査方法 郵送法 

調査時期 令和元年８月 14 日～９月５日 

 

 

 

４－３ 意見交換会 

計画の策定にあたって、地域の皆様のご意見を直接お伺いする「意見交換会」を、以下の

ように実施しました。 

 

第１回 日  時：令和元年 11 月７日（木） 14 時から 

場  所：勤労福祉会館 第２・３研修室 

対象地区：稲沢市民センター地区、明治市民センター地区、 

千代田市民センター地区 

第２回 日  時：令和元年 11 月 15 日（金） 14 時から 

場  所：総合文化センター ホール 

対象地区：小正市民センター地区、下津市民センター地区、 

大里西市民センター地区、大里東市民センター地区 

第３回 日  時：令和元年 11 月 20 日（水） 14 時から 

場  所：祖父江町体育館 研修室 

対象地区：祖父江支所地区、平和支所地区 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

稲沢市の 
地域福祉の現状 
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第２章 稲沢市の地域福祉の現状  

１ 人口・世帯の動向 
 

 

１－１ 人口の推移と人口構成 

令和元年 10 月１日現在の稲沢市の人口は 136,887 人で、近年は減少傾向にあります。

また、令和元年 10 月１日現在の年少人口比率は 12.9％、生産年齢人口比率は 60.1％、高

齢者人口比率は 27.1％となっており、平成 12 年と比べると高齢者人口の割合が増加して

います。 

 

人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

 

年齢３区分別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在）             資料：国勢調査 
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稲沢市の年齢別人口構成は、下図のようになっています。令和元年の人口ピラミッドでは、

45～49 歳が最も多く、次いで 70～74 歳が多くなっています。これらは、第二次ベビーブ

ーム、第一次ベビーブームの時期と重なっています。 

 

人口ピラミッド（性別年齢別人口分布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 
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１－２ 人口動態 

近年の稲沢市の人口は、死亡数が出生数を上回り自然増減数（出生数－死亡数）は減少の

状態が続いています。 

また、転入者数と転出者数の状況も、平成 30 年は転入者が転出者を上回っていますが、

社会増減数（転入数－転出数＋その他の移動数※）でみると転出数が転入数を上回り減少傾

向にあります。 

※「その他の移動数」…職権による記載または消除などによる増減 

 

出生数と死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：愛知県人口動向調査 

 

 

転入者数と転出者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：愛知県人口動向調査 
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１－３ 地区別人口 

令和元年 10 月 1 日現在の地区別の人口をみると、最も多いのは稲沢市民センター地区

（25,648 人）、最も少ないのは千代田市民センター地区（8,086 人）です。 

年少人口割合が最も高いのは下津市民センター地区（20.2％）、最も低いのは平和支所地

区（11.0％）です。 

高齢者人口割合が最も高いのは大里西市民センター地区（33.6％）、最も低いのは下津市

民センター地区（17.7％）です。 

地区別年齢３区分別人口及び世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和元年 10 月１日現在） 

地区別年少人口割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和元年 10 月１日現在） 

地区別高齢者人口割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和元年 10 月１日現在）  
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１－４ 世帯の状況 

国勢調査によると、平成 27 年の稲沢市の世帯数は 49,986 世帯で、世帯あたりの平均人

員は 2.7 人となっています。 

また、一般世帯の家族類型別割合をみると、核家族世帯はほぼ横ばいですが、三世代世帯

は減少し、単独世帯がやや増加していることがわかります。 

 

 

世帯数と平均世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

一般世帯の家族類型別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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１－５ 住宅の状況 

住宅の状況をみると、持ち家が最も多く 71.1％となっています。 

 

住宅の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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第２章 稲沢市の地域福祉の現状 

２ 障害者（児）や高齢者、児童等の現状 
 

 

２－１ 障害者（児）の現状 

稲沢市における近年の身体障害者手帳の所持者数は、ほぼ横ばいの状況です。一方、療育

手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は増加しています。 

各種手帳所持者の人口に占める割合は、身体障害者手帳が 3.3％、療育手帳が 0.7％、精

神障害者保健福祉手帳が 0.8％です。 

身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年４月１日現在） 

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者数の推移 
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資料：福祉課（各年４月１日現在） 



 

14 

 

２－２ 高齢者の現状 

国勢調査によると、稲沢市の高齢者数は、平成12年の19,910人から平成27年の34,642

人まで増加しています。平成 27 年の高齢者数のうち、65～74 歳が 19,292 人、75 歳以上

が 15,350 人となっています。 

平成 27 年の高齢者のいる世帯のうち、ひとり暮らし世帯は 18.6％、高齢者夫婦世帯が

23.1％を占めており、これらの割合は上昇してきています。 

 

高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

高齢者のいる世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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要介護認定者の推移をみると、認定者全体では平成 27 年の 5,137 人から令和元年の

5,738 人まで増加してきています。特に、要支援２認定者が増加しています。 

介護保険サービスの受給率（認定者に占める介護保険サービス利用者の割合）は 78.3％

であり、居宅サービス利用率が 55.6％と最も高くなっています。 

 

要介護認定者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告 

（各年 10 月 31 日現在、ただし令和元年は８月 31 日現在） 

 

介護保険サービスの受給状況 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（平成 31 年１月分） 
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２－３ 児童の現状 

令和元年の児童数（０～17 歳）は 21,661 人であり、年々減少しています。 

児童のいる世帯数も、年々減少しています。 

 

児童人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

 

 

児童のいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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２－４ ひとり親家庭の現状 

平成 27 年の稲沢市のひとり親家庭世帯数は 687 世帯で、平成 22 年よりも減少していま

す。 

平成 26 年から平成 30 年の間の稲沢市の離婚件数をみると、平成 28 年の 220 件が最多

であり、平成 30 年は 176 件となっています。稲沢市の離婚率は、国や県の平均を下回っ

ています。 

 

ひとり親家庭世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

離婚件数/離婚率（人口千人当たり離婚件数）の推移 
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稲沢市の児童扶養手当の受給者数（平成 31 年４月分の給付人数）は 783 人となってい

ます。各年の同月の受給者数と比べるとやや少ない人数です。 

 

児童扶養手当延べ受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課（各年４月分給付人数） 
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２－５ 生活保護受給世帯の状況 

令和元年 10 月 1 日時点での生活保護受給者数は 629 人、受給世帯数は 499 世帯です。

近年の推移はほぼ横ばいです。 

平成 30 年度の生活保護相談件数は 214 件です。 

 

生活保護受給者及び受給世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年 10 月１日現在） 
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資料：福祉課 
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第２章 稲沢市の地域福祉の現状 

３ 外国人の現状 
 

 

３－１ 外国人の現状 

外国人は年々増加しており、令和元年の外国人登録人口は 3,411 人、外国人世帯数は

2,404 世帯となっています。 

外国人の内訳（令和元年）は、ブラジルが 30.7％、ベトナムが 17.5%、フィリピンが

16.5％、中国が 14.3％です。 

 

外国人登録人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人登録人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民課（各年 10 月１日現在） 
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第２章 稲沢市の地域福祉の現状 

４ アンケート調査にみる稲沢市の現状 
 

 

４－１ 地域とのつながりについて 

地域とのつながりがあると思う人は 35.0％となっています。前回調査（平成 26 年７月

実施）と比べると、減少しています。 

 

地域とのつながりの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 地域とのつながりについての考え方 

地域とのつながりは、あったほうがよいと考えている人が 73.1％を占めています。前回

調査とほぼ同様の結果です。 

 

地域とのつながりについての考え方 
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４－３ 近所付き合いの中で「手助けして欲しい」と思うこと 

近所付き合いの中で手助けして欲しいと思うことは、「災害時の手助け」が最も多く

64.5％を占めています。次いで、「安否確認の声かけ・見守り」が 39.1％、「話し相手」が

14.8％です。また、「特にない」と回答した人が 26.1%となっています。 

 

※複数回答のため、各項目の比率の合計は 100％にならない場合があります。 

 

近所付き合いの中で手助けして欲しいこと 
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４－４ 災害時に避難する際、手助けをお願いできる人の有無 

災害時の避難の際に手助けをお願いできる人がいる人が 71.8％、いない人が 27.2％と

なっています。 

手助けをお願いできる人がいない人の割合を年代別でみると、50 歳代（34.8％）が最も

高くなっています。居住地区別でみると、平和支所地区（34.4％）が最も高くなっていま

す。 

 

災害時の避難の際に手助けをお願いできる人の有無 
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４－５ 災害等に備えて地域で個人情報を共有することについての考え方 

災害等に備えて、地域で個人情報を共有することの必要性をたずねたところ、「かなり必

要だと思う」、「ある程度必要だと思う」と答えた人が 79.2％を占めました。 

 

地域で個人情報を共有することの必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－６ 地域の福祉課題や問題点 

地域の福祉課題や問題点をたずねたと

ころ、「町内会・自治会・まちづくり等の

役 員 の な り 手 ・ 担 い 手 が 少 な い 」

（31.9%）、「地域の防犯」（30.8％）、「住

民同士のまとまりや助け合いが少なくな

ってきている」（29.5%）、「高齢者・障害

者 などが 暮ら しやすい 環境づ くり 」

（27.6％）、「高齢者・障害者などの災害時

の避難体制」（24.8％）などが上位を占め

ています。 

 

 

※複数回答のため、各項目の比率の合計は 

100％にならない場合があります。 
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４－７ 社会福祉協議会に期待すること 

社会福祉協議会に期待することは、「利用しやすい相談体制の充実」（41.5％）が最も多

く、次いで「市民の課題を把握し、適切なサービスにつなげること」（26.6％）、「住民への

福祉に関する情報提供の充実」（24.4％）、「介護保険や障害福祉サービスなどによる在宅福

祉サービスの充実」（23.9％）、「住民同士の助け合い活動の支援・活性化（互助、地縁の再

生）」（18.9％）などとなっています。 

 

※複数回答のため、各項目の比率の合計は 100％にならない場合があります。 

 

社会福祉協議会に期待すること 
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４－８ 地域問題の話し合いの場への参加意向 

地域問題の話し合いの場への参加については、「話し合いの場や機会があるのかどうかわ

からない」（52.9％）人が最も多くなっています。 

居住地区別でみると、「話し合いの場や機会があり参加している」人の割合が高いのは祖

父江支所地区（28.3％）、「話し合いの場や機会がない」人の割合が高いのは千代田市民セ

ンター地区（31.7％）です。また、「話し合いの場や機会があるのかどうかわからない」人

の割合が下津・大里東市民センター地区で高くなっています。 

 

地域問題の話し合いの場への参加意向 
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４－９ 成年後見制度の認知度 

成年後見制度を「よく知っている」人は 7.3％、「少し知っている」人は 27.7％、「名前

を聞いたことがある」人は 27.1％となっています。「知らない」人は 35.2％を占めていま

す。 

 

成年後見制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－10 成年後見制度に関する相談先の認知度 

成年後見制度について相談できるところを「知らない」人は 61.4％を占めています。 

 

※複数回答のため、各項目の比率の合計は 100％にならない場合があります。 

 

 

成年後見制度に関する相談先の認知度 
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第２章 稲沢市の地域福祉の現状 

５ 意見交換会における市民の意見 
 

 

意見交換会では、地域の課題の解決策を話し合っていただきました。 

課題に対する主な意見を以下にまとめました。 

 

課題 解決のための意見など 

移動 ¶ 買い物は、近所の人と助け合って乗り合わせる 

¶ 運転できる人、乗せてもらいたい人を登録制にして助け合える

仕組みをつくる 

¶ コミュニティバスの路線を増やす 

¶ スーパーに出張販売を依頼する（買い物） 

人との交流 ¶ 地区公民館の活用を活発にして区民が集まる機会を増やす 

¶ 気のあう仲間からスタートして輪を広げる 

¶ 全世代が参加しやすいイベントを実施する 

¶ あいさつや声かけを行う 

¶ 組長さんに、ひとり暮らしの人の安否を聞く 

¶ 有償ボランティアを進める 

¶ 公民館でサロンを行う 

¶ サロンの運営を学習できる機会をつくる 

¶ 企業の協力を仰ぐ 

¶ 多世代が参加できる子ども食堂のような場所をつくる 

¶ 指導者を発掘する 

¶ 三世代交流を行う 

災害時の避難 ¶ 集会がある時に話題に取り上げる 

¶ 最寄りの避難所を周知する 

¶ 近隣の企業と連携し、建物や駐車場の提供を依頼 

¶ 自主防災会の活動を活発化する 

¶ 避難訓練を行う 

¶ 子どもと一緒に避難訓練を行う 

¶ 非常食を常備する 

¶ 区長、民生委員用の災害時マニュアルを作成して提供する 

地域内の見守り ¶ 普段から声かけを行い、顔見知りになる 

町内会などの役

員のなり手がい

ない 

¶ 役員の役割のマニュアルを整える 

¶ 行事を少なくする 

¶ 仕事の内容を精選して減らす 

¶ あいさつ運動を行う 

¶ 行事の開催を土日にする 

ごみ出し ¶ 家の近くまでごみを集めに来てもらう 
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第２章 稲沢市の地域福祉の現状 

６ 稲沢市の課題 
 

 

本市の現状データ、アンケート調査結果、意見交換会の結果などに見る、稲沢市の課題を

整理します。 

 

①誰もがともに生きる「地域共生社会」 

 ̧ 高齢者人口は年々増加しています。また、療育手帳や精神障害者保健福祉手

帳の所持者数の増加にみられるとおり、何らかの支援が必要な障害者も増加

していると考えられます。さらに、発達障害がある人、子ども及び子育て中

の家庭、ひとり親家庭、外国人など、様々な支援を必要とする人を踏まえた

「地域共生社会」づくりを考えていく必要があります。 

 

 

②地域の特性を踏まえた「地域共生社会」 

 ̧ 子育て世代が多い地区、高齢化が進んでいる地区など、各地区の人口構成に

は差がみられます。「地域共生社会」は、そうした点も踏まえて考えなけれ

ばなりません。さらに、高齢者福祉の分野では、従来から進められてきた

「地域包括ケアシステム」として、医療・介護・予防・生活支援・住まいな

どのサービスが身近なところで受けられる環境の実現も進めていく必要があ

ります。 

 

 

③「人との交流」が盛んな「地域共生社会」 

 ̧ 意見交換会では、「災害時への支援」や「人との交流」への関心が高く、多

くの意見が出されました。災害については、常に話題にしていくこと、防災

訓練を行うこと等が大切という意見が多く、人との交流については、集まる

機会をつくること、あいさつなど日頃から接点を持つこと等が大切という意

見が見られました。アンケート調査においても、地域のつながりや災害時の

手助けなどへの関心が高く、こうした点を踏まえた取り組みを進めていくこ

とが重要と考えられます。 
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第２章 稲沢市の地域福祉の現状 

７ 第３次計画の目標指標評価 
 

 

第３次計画では、３つの基本目標ごとに下表のような目標数値を掲げました。今回実施し

たアンケート調査結果から、第３次計画の最終年度である令和元年時点の状況を評価する

と、３項目とも目標には届かず、第３次計画策定時点の基準値からほとんど変化していない

状況にあります。 

 

第３次計画の目標指標と評価 

基本目標 目標指標 
基準値※１ 

（平成 26 年） 

目標値※２ 

（令和元年） 

実績値※３ 

（令和元年） 

１  地域の課題をみ

つけるネットワ

ークづくり 

民生委員・児

童委員が誰か

も活動内容も

知っている人

の増加 

10.6％ 30.0％ 
以上 

10.5％ 

２  地域の力を強め

るコーディネー

ト機能の充実 

ボランティア

活動に参加し

たことがある

人の増加 

45.5％ 60.0％ 

以上 
42.8％ 

３  安心して生活で

きる多様なサー

ビスの充実 

市の福祉事

業・活動全般

に満足してい

る人の増加 

20.2％ 30.0％ 

以上 
21.2％ 

※１ 「基準値」：第３次計画策定時の現状値（アンケート調査による） 

※２ 「目標値」：第３次計画に掲げた目標数値 

※３ 「実績値」：令和元年度に実施したアンケート調査による現状値 
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第３章 計画の理念と目標 

１ 計画の基本理念 
 

 

基本理念 

地域のみんなでつくる、安心して暮らせるまち 
 

 

この計画は、稲沢市で生活するすべての人が地域で安心して生活できることをめざして

います。今日、国は、人々が様々な地域生活課題を抱えながらも、住み慣れた地域で自分ら

しく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合っていく「地域共生社会」の実現を進めてい

ます。これは、地域の課題の解決に、地域住民や地域の多様な主体が”我が事”として参画し、

人と人、人と資源が“丸ごと”つながることで、安心して生活できる地域の実現をめざす考え

方です。支援を受ける側と支援する側が明確に分かれている考え方ではなく、困った時には

支援を受け、また反対に困っている人を支援できる時には支援するという形ですべての人

が参画していくことが必要となります。 

地域共生社会は、あらゆる人、あらゆる資源がつながりを持ちながら、互いに支えあい共

に生きる社会です。そうした、安心して暮らせる街を地域のみんなで作っていきたいという

考え方から、この計画の基本理念を「地域のみんなでつくる、安心して暮らせるまち」とし

ます。 
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第 3章 計画の理念と目標 

2 地域福祉の基本指針 
 

 

本市における地域福祉を推進するため、「自助」「共助」「公助」の考え方を浸透させます。 

 

 「自助」「共助」「公助」の考え方の浸透 

本市の地域福祉の推進手法として、「自助」「共助」「公助」の考え方を浸透させ、市民個

人、ボランティア活動団体、地域組織等の主体的な取り組みを大切にしていきます。 

 

①市民個人の基本的な考え方 

 ̧

 

 ̧

 

 

②活動団体や地域組織の基本的な考え方 

 ̧  

 ̧  

 ̧

 

 

③社会福祉協議会の基本的な考え方 

 ̧

 

 ̧  

 ̧  

 

④市の基本的な考え方 

 ̧  

 ̧  

 ̧   
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第３章 計画の理念と目標 

３ 計画の体系 
 

 

基本目標１ “わたし”にできることからはじめる地域福祉の推進 

１－１ 

福祉意識の高揚 

①福祉教育の充実 

②福祉体験活動への参加機会の拡充 

③福祉に関する学習機会の充実 

④福祉施設の地域貢献の推進 

１－２ 

ボランティア活動の活発化 
①ボランティア活動の活発化 

②ボランティア活動参加者への支援 

 

基本目標２ 地域のみんなで取り組む地域福祉の推進 

２－１ 

 交流が盛んな地域づくり 

①誰もが気軽に集まれる場づくり 

②多様な交流ができる機会づくり 

③地域における見守りの推進 

２－２  

地域福祉ネットワークの充実 
①民生委員・児童委員活動の充実 

②地域福祉推進体制の充実 

２－３  

コーディネート機能の強化 
①コーディネート活動の活発化 

②地域福祉を推進する人材の育成 

 

基本目標３ 市の総合的な施策による地域福祉の推進 

３－１  

相談窓口と情報提供の充実 

①相談体制の充実 

②わかりやすい情報提供 

３－２  

市民の意見の反映 

①市民との意見交換と施策への反映 

②計画の進捗状況についての情報提供 

３－３  

安全で、安心して生活できる

環境の実現 

①防犯・防災対策の充実 

②生活困窮者対策の充実 

③権利擁護事業の充実 

 

 注：太字・網掛け部分は、本計画の重点事業に位置付けています。 
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第４章 

施策の方向と 
取り組み指針 
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第４章 施策の方向と取り組み指針 

基本目標１ 

“わたし”にできることからはじめる 
地域福祉の推進 

 

めざすこと 

基本目標１「“わたし”にできることからはじめる地域福祉の推進」では、「自助」及び「共

助」の考え方の浸透とその実践を進めます。福祉教育等を通じて「福祉意識の高揚」を図る

とともに、福祉の実践としての「ボランティア活動の活発化」をめざします。地域共生社会

を実現するためには、市民１人ひとりが地域の福祉課題に“我が事”として関心を持って取

り組み、地域の資源を“丸ごと”総動員して問題の解決をめざすことが求められます。地域共

生社会の実現への第１歩として、私にできることからはじめるという意識を高める必要が

あります。 

 

地域福祉の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個人（市民・わたし） 
・ 地域福祉に関心を持ち、私に

できることは何かを考えま
す。 

・ 自分にできること、楽しみな
がら参加できることをみつけ
て、ボランティア活動に参加
します。 

 

地域 
・ 地域福祉に関心を持ち、地域

でできることは何かを考えま
す。 

・ 地域全体に目を向け、地域の
課題解決に地域みんなで取り
組みます。 

社会福祉協議会 
・ 地域住民や地域組織とのつ

ながりを強め、地域の課題
解決に一緒に取り組みま
す。 

・ 福祉への関心を高める啓発
や福祉教育を行います。 

・ ボランティア活動を活発化
するため、コーディネート
活動を行います。 

市（行政） 
・ 地域住民や地域組織とのつながりを

強め、地域の課題解決に一緒に取り
組みます。 

・ 福祉への関心を高める啓発や福祉教
育を行います。 
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施策の方向 

１－１ 福祉意識の高揚 

①福祉教育の充実 
学校教育におけるボランティア体験や福祉実践教室など、福祉教育の充実を図ります。

また、福祉教育の実施主体である学校関係機関、社会福祉協議会、児童・生徒とその保

護者など関係諸機関との日常的な連携の強化に努めます。 

 

②福祉体験活動への参加機会の拡充 
福祉施設やボランティアグループの協力のもと、誰でも参加できる福祉体験活動機会

の拡充を図ります。 

 

③福祉に関する学習機会の充実 
市民が、それぞれのニーズに応じた学習ができる多様な学習機会づくりを行います。 

 

④福祉施設の地域貢献への推進 
福祉施設の協力のもとで、地域との交流を図る取り組みを推進します。 
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１－２ ボランティア活動の活発化 

①ボランティア活動の活発化 
市民活動支援センターとボランティアセンターの窓口を一本化して各種ボランティ

ア活動の情報を収集し、団体どうしの相互連携やコーディネート機能の充実を図りま

す。また、研修や意見交換の機会をつくり、各種団体の育成・支援に努めます。 

 

 

 

生活支援ボランティア（地域福祉の担い手）の育成 

人口減少・超高齢化社会が進む中、地域のつながりの希薄化が進み、地域で発生

する課題が多様化・複雑化してきています。 

それらの課題に、公的な制度やサービスだけでは対応することが困難となってき

ており、今暮らしている地域で、誰もが安心して長く暮らし続けていくためには、

地域住民相互の支え合いや助け合いの仕組みが必要となります。 

高齢者等が生活をしていくうえで、ゴミ出しや買い物支援、日常的な見守りな

ど、日常生活でのちょっとした困りごとを支援する有償も含めたボランティアの育

成を進めます。 

 

 

②ボランティア活動参加者への支援 
ボランティア保険への加入や機材の貸出、ボランティア活動に必要な知識や技術の習

得への支援など、ボランティア活動参加者等への支援を行います。 

 

 

 

 

 

  

重点事業の詳細 
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第４章 施策の方向と取り組み指針 

基本目標２ 

地域のみんなで取り組む 
地域福祉の推進 

 

めざすこと 

基本目標２「地域のみんなで取り組む地域福祉の推進」では、地域単位での「共助」を実

際に進めることをめざします。集いの場をつくること等を通じて多様な交流を進め、市民ど

うしの顔が見える関係づくりを進めます。さらに、地域福祉を進める地域の組織体制の強化

を図るとともに、地域におけるコーディネート活動の活発化や多様な人材の育成を進めま

す。 

 

 

地域福祉の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個人（市民・わたし） 
・ 地域組織の活動に関心を持ち、

無理のない範囲で積極的に参加
します。 

・ 地域の人たちとの交流を深めま
す。 

・ 民生委員・児童委員の活動に関
心を持って協力します。 

地域 
・ 地域組織の活動を通じて、地

域の福祉活動を活発化しま
す。 

・ 誰もが気軽に集まれる場所づ
くりを行います。 

・ 市、社会福祉協議会、民生委
員・児童委員と連携して、地
域の課題解決に取り組みま
す。 

社会福祉協議会 
・ 地域福祉コーディネータ

ー、生活支援コーディネー
ターの活動を活発化しま
す。 

・ 地域組織と連携して、地域
の課題を把握し、その解決
に取り組みます。 

・ 地域における見守り活動を
推進します。 

市（行政） 
・ 地域組織や民生委員・児童委員、社

会福祉協議会と連携して、地域の課
題解決に取り組みます。 
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施策の方向 

２－１ 交流が盛んな地域づくり 

①誰もが気軽に集まれる場づくり 
地域の様々な活動やイベント等、誰もが気軽に集まれる場所をつくり、多くの市民の

参加を促すことを通じて高齢者や障害者（児）などの閉じこもりを予防します。 

サロンなどの設置や運営においては、参加する側に立つだけではなく、サロンを運営

する側での参加も促します。 

 

②多様な交流ができる機会づくり 
世代間交流など、多様な交流ができる機会づくりを通じて、地域住民どうしの交流が

盛んに行われる地域づくりをめざします。 

 

③地域における見守りの推進 
地域で生活する高齢者、障害者、子どもや子育て家庭などを地域で見守る取り組みを

推進します。 
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２－２ 地域福祉ネットワークの充実 

①民生委員・児童委員活動の充実 
民生委員・児童委員の役割などを周知し、活動しやすい環境づくりを進めます。また、

民生委員・児童委員と、各地区のまちづくり推進協議会関係者や区長など地域の関係者

との連携を強化して活動できるよう支援します。 

②地域福祉推進体制の充実 
まちづくり推進協議会における地域福祉の推進活動をはじめ、生活支援体制整備事業

により設置した「協議会」の活動などを含めて、支所・市民センター地区単位（第２層）

での地域福祉推進体制を充実します。 

地域組織の活動を通じて、地域の課題を把握するとともに解決策を検討し、多くの市

民の参画のための仕組みづくりを進めます。同時に、地域の様々な社会資源との連携を

強化し、ネットワーク化を進めます。 

 

 

 

 

全世代対応の地域包括ケア（地域共生社会の実現） 

支所・市民センター地区において、地域住民等が主体的に地域の生活課題を把握

し、解決を試みることができる環境を整備し、地域の生活課題に関する相談を包括

的に受け止める体制を整備します。 

＜主要事業＞ 

¶ 生活支援体制整備事業 

 

 

 

２－３ コーディネート機能の強化 

①コーディネート活動の活発化 
多様な地域活動が地域福祉の推進につながり、安心して生活できる福祉のまちづくり

につながるよう、コーディネート活動を活発化します。社会福祉協議会による地域福祉

コーディネーターや生活支援コーディネーターが地域組織と連携し、各種連絡調整、既

存の制度では対応しきれない個別の生活課題の解決、生活支援の仕組みづくりなどを

支援します。 

 

②地域福祉を推進する人材の育成 
民生委員・児童委員活動や各種市民活動団体等の活動を担う人材の育成に努めます。 

また、地域社会の担い手不足が地域福祉の推進においても問題であることから、地域

社会を担う人材の育成を図ります。  

重点事業の詳細 
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第４章 施策の方向と取り組み指針 

基本目標３ 

市の総合的な施策による 
地域福祉の推進 

 

めざすこと 

基本目標３「市の総合的な施策による地域福祉の推進」では、市が提供する公的なサービ

ス等（公助）も含めて、すべての市民が安心して生活できる地域づくりをめざします。市民

の多様な相談に適切に応じることができる体制を整備するとともに、多様な情報提供を行

います。また、地域ごとの市民の意見を聞く機会を持ち、それらを具体的に市の施策に生か

す取り組みを進めます。さらに、防犯や防災対策、生活困窮者対策、権利擁護への取り組み

などを通じて、安心して生活できる環境づくりを進めます。 

 

 

地域福祉の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個人（市民・わたし） 
・ 市や社会福祉協議会が行っている

支援策の情報に関心を持ち、必要
に応じて利用します。 

・ 地域の課題に目を向け、意見交換
の機会には積極的に参加して発言
します。 

・ 防犯・防災、権利擁護などにおい
て、できることを積極的に行いま
す。 

地域 
・ 地域の課題に目を向け、意見

交換の機会を積極的に活用し
ます。 

・ 防犯・防災、権利擁護などに
おいて、地域でできることを
積極的に行います。 

社会福祉協議会 
・ 市民の多様な相談に応じま

す。 
・ 地域組織との連携等を通じ

て、地域住民の意見や地域の
課題を把握します。 

・ 権利擁護事業など、市民の安
心を確保する事業を行いま
す。 

市（行政） 
・ 利用しやすい相談窓口を整備しま

す。 
・ 各種情報提供をわかりやすく行いま

す。 
・ 地域住民の意見を施策に反映させる

活動を行います。 
・ 防犯・防災対策、生活困窮者対策、

権利擁護事業など、安心して生活で
きる環境づくりを進めます。 
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施策の方向 

３－１ 相談窓口と情報提供の充実 

①相談体制の充実 
福祉の拠点及び中央子育て支援センターの整備により、様々な支援を必要とする人の

多様な生活課題をワンストップで解決できる福祉相談サービスの実現をめざします。 

 

 

 

 

福祉の拠点：ワンストップ福祉相談 

市役所新分庁舎内に、福祉課と社会福祉協議会を設置・集約してワンフロアとす

る福祉の拠点を整備します。市民や福祉関係者からの福祉に関する相談（子育て及

び児童に関することは除く）にワンストップで対応します。 

＜主要事業＞ 

¶ 福祉総合相談窓口（断らない相談支援の実施） 

¶ 基幹型包括支援センター（高齢者対象） 

¶ 障害者基幹相談支援センター（障害者対象） 

¶ 成年後見センター 

¶ 女性悩みごと相談、法律相談、行政・人権などの合同相談 

 

 

中央子育て支援センター：ワンストップ子育て相談 

中央子育て支援センター内で、0 歳から 18 歳までの児童を対象に、家庭におけ

る子どもの育て方、問題行動、子どもの養育に対する悩みに、家庭児童相談員や発

達障害に詳しい保育士、保健師など、豊かな経験を持つスタッフがワンストップで

対応します。 

＜主要事業＞ 

¶ 子育て支援総合相談センター 

・ 子ども家庭総合支援拠点 

（児童虐待等の要保護児童対策を含む） 

 

 

②わかりやすい情報提供 
各種制度やサービスなどの情報をわかりやすく提供することにより、サービスの適切

な利用を促進します。 

 

 

重点事業の詳細 
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３－２ 市民の意見の反映 

①市民との意見交換と施策への反映 
地域の課題を施策に反映して地域の取り組みを活発化し、地域福祉を進めていくこと

ができるよう、生活支援体制整備事業協議会などを活用し、多様な方法で市民の意見を

取り入れる機会づくりを進めます。 

 

②計画の進捗状況についての情報提供 
地域福祉計画がめざす目標の達成状況や各種事業の進捗状況についての情報提供を

行います。同時に、アンケート調査などから見えてくる地域の現状についての情報提供

を行い、地域の取り組みの活発化を支援します。 

 

 

 

 

３－３ 安全で、安心して生活できる環境の実現 

①防犯・防災体制の充実 
地域の防犯や災害時の避難行動支援など、地域での生活の安全・安心を確保する対策

を充実します。 

 

②生活困窮者対策の充実 
生活困窮者や孤立者を早期に発見し、必要な支援につなぐための地域のネットワーク

の強化を図るとともに、関係諸機関との連携や相談機能の充実等を図ります。 

 

③権利擁護事業の充実 
判断能力が十分でない認知症高齢者や障害者などの権利が守られるよう、成年後見制

度の適切な利用が促進される体制を整備します。 
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成年後見制度の利用促進 
 

成年後見センターの設置 

様々な権利擁護のニーズに対応するため、令和３年度に成年後見センター（仮称）を

福祉の拠点に設置します。成年後見センターでは、成年後見制度の啓発と相談対応、申

立て支援、親族後見人の支援や担い手育成のほか、法人後見の業務を行います。 

 

中核機関及び地域連携ネットワークの整備 

成年後見制度利用促進計画に基づき令和３年度に設置する「中核機関」は、市及び成

年後見センターが協働して業務を行います。中核機関では、専門職等の参加を得て、検

討会議や後見人候補者を調整するための会議を開催すること等により、権利擁護支援

のための地域連携ネットワークの体制を構築します。あり方や運営方針については、今

後、関係機関と協議検討します。 

 

協議会の設置・運営 

成年後見制度利用促進計画に基づく「協議会」として、新たに市に「稲沢市成年後見

連携協議会（仮称）」を設置します。「稲沢市成年後見連携協議会（仮称）」は、相談支

援機関、専門職団体、家庭裁判所、医療機関などの機関で構成し、中核機関がその運営

を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受任調整 

チーム支援 

協議会運営 

成年後見センター 中核機関 

啓発・相談 

申立て支援 

後見人支援 

担い手育成 

法人後見 

重点事業の詳細 
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具体的な取り組み 
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第５章 具体的な取り組み 

基本目標１ 

“わたし”にできることからはじめる 
地域福祉の推進 

 

第４章に記載した施策の方向に合致した形での事業及び社会福祉協議会の事業を記載し

ます。市の事業については、関連するすべての事業を記載するのではなく、共助の事業を掲

載しています。 

 

 

１－１ 福祉意識の高揚 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

福祉実践教室 

障害への理解を深め、思いやりの心を育み、日常的な実

践活動へ広げていくことを目的に、市内の小・中・高等

学校で実施し、福祉教育の充実を図ります。 

出前福祉講座 地域や企業に向けた出前福祉講座を開催します。 

学生施設ボランティア 

福祉体験学習 

夏休みに中学生以上の学生を対象に、施設でのボランテ

ィア体験を実施します。 

ボランティアチルドレン

支援事業 

地域の高齢者・障害者などとの交流などを通して、子ど

もたちの福祉に対する理解を図り、社会貢献活動を行い

ます。 

福祉まつり※ 
地域住民・福祉団体・ボランティアの交流の場として開

催します。 

社会福祉大会 
福祉事業に尽力された方・団体や共同募金に多額の寄付

をされた方・団体を顕彰する大会を開催します。 

 ※印は、市との共催事業 
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１－２ ボランティア活動の活発化 

＜共助事業＞ 

取り組み 活動内容 

稲沢市さわやか隊 
快適な生活環境を守るため、地域の見回り活動、路上喫煙

禁止啓発活動などを行っています。 

稲沢市違反広告物 

除却活動 

電柱やガードレールなどに表示されているはり紙やはり

札などの違反広告物の除却活動を行っています。 

アダプトプログラムによ

る環境美化活動への参加 

道路などの公共の場所を、市民団体や企業などが市と協

力し、歩道などのごみ拾いや雑草取りなど美化活動を行

っています。 

 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

ボランティアセンター・

市民活動支援センター★

の運営 

ボランティアや市民活動団体などによる公益的な市民活

動を総合的に支援する拠点として運営。市民や活動者へ

情報の提供、相談、活動の場の提供などの支援をしま

す。 

ボランティアの紹介 
ボランティアの受入れを希望する個人・施設などへボラ

ンティアを紹介します。 

各種ボランティア・ 

ＮＰＯ講座の開催 

住民ニーズに応じた各種ボランティア講座などを企画・

開催します。 

ボランティア・市民活動

連絡会の開催 

活動者同士の交流や情報交換などを行い、連携や親睦を

図ります。 

ボランティアグループへ

の支援 

ボランティア団体への活動を支援する目的で活動助成を

行います。 

★印 市民活動支援センターは、市からの委託事業 
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第５章 具体的な取り組み 

基本目標２ 

地域のみんなで取り組む 
地域福祉の推進 

 

 

２－１ 交流が盛んな地域づくり 

＜共助事業＞ 

取り組み 活動内容 

地域安全推進リーダー 

小学校児童の登下校時の見守り、通学路などの巡回パト

ロールや危険箇所の指摘や改善、夜間防犯パトロール等、

地域の見守りを行っています。 

まちづくり推進協議会 

支所・市民センター地区ごとに設置し、青少年・防犯交

通活動、市民・福祉活動、農業・環境活動、スポーツ活

動、広報活動を実施しています。 

民生委員・児童委員 

特定の区域を担当し、高齢者や障害がある方の福祉に関

すること、児童・ひとり親家庭などの状況把握（乳児家

庭訪問や地域での情報収集など）、子育てなどの不安に

関する様々な相談・支援を実施し、ニーズに応じた福祉

サービスなどの情報を提供しています。 

スクールガード 
児童の登下校時における安心・安全確保のための立哨や

つきそいを行っています。 

少年愛護センター指導員

街頭活動 

非行・危険行為の見られる少年の早期発見による非行防

止、交通や水難による事故の未然防止を図るため、パト

ロールと声かけを行っています。 

地区体育振興会 

地域住民の親睦、体育の振興を図るとともに、スポーツ

を通じて健康で明るく住みよい地域社会にするため、地

区運動会などを実施しています。 

生活支援体制整備事業 
支所・市民センター地区に設置された「協議会」で、地域

住民が地域課題について話し合っています。 
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＜共助事業＞ 

取り組み 活動内容 

老人クラブ活動 

老後の生活を健康で生きがいを持って過ごし、温かい人

と人との交流をもとに連帯感のある地域社会をつくるた

めの活動を行っています。 

・社会奉仕活動：地域の公園の清掃活動、ねたきり老人等

への友愛訪問 

・生きがい活動：民謡、盆栽、書道、カラオケ、社交ダン

スなど教養、趣味 

・健康づくり活動：グラウンド・ゴルフ、ゲートボール等

のスポーツ活動 

高齢者ふれあいサロン 

高齢者の生きがいづくりや介護予防、健康増進、世代間交

流を促進するため、公民館などの身近な場所で生涯学習、

レクリエーション、情報交換などを行っています。 

 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

ふくしグラウンド・ 

ゴルフ大会 

グラウンド・ゴルフ大会を開催し、地域住民の交流を図り

ます。 

花いっぱい運動 
地域社会を明るく住みよいまちにするとともに、地域住

民の交流を図ります。 

 

 

 

２－２ 地域福祉ネットワークの充実 

＜共助事業＞ 

取り組み 活動内容 

区長制度 

住民の声を行政に反映させるため、行政と住民との連絡

調整役を依頼しています。 

・区民の意見取りまとめに関すること 

・土木事業促進に関すること 

・市行政の連絡事務に関すること 

・広報等文書の配布に関すること 

・その他市長が必要と認めた事項 

まちづくり推進協議会 

（再掲） 

支所・市民センター地区ごとに設置し、青少年・防犯交

通活動、市民・福祉活動、農業・環境活動、スポーツ活

動、広報活動を実施しています。 
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＜共助事業＞ 

取り組み 活動内容 

みらい子育てネット 

子どもたちの健全育成のため、地域ぐるみでボランティ

ア活動を行っています。 

・こどもフェスティバル（親子及び世代の交流を深める

文化活動） 

・カーブミラー清掃  

・事故防止活動 

・児童館・児童センター事業への援助・協力 

・地域主催の夏まつり、福祉まつりなどをはじめとする

諸団体への奉仕活動 など 

子ども会 

子どもたちの自主的社会活動を高め、日常生活を健全で

豊かなものにするため、環境美化活動や交通安全活動な

どを行っています。 

ファミリー・サポート・

センター 

「子育ての応援をしたい方（提供会員）」と「子育てを

手伝って欲しい方（依頼会員）」が会員登録をし、地域

みんなで子育てを支えあう相互援助活動です。 

産前産後の家事支援、保育園や学校等へのお迎え、急な

用事での子どもの預かり等を地域で実施しています。 

 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

生活支援コーディネー 

ターの配置★ 

地域組織等と連携し、高齢者の生活支援や介護予防の基

盤整備を中心に、地域づくりを進めます。 

地域見守りネットワーク

事業 

地域住民による支え合い、助け合い活動を展開し、住み

慣れた地域で誰もが安心して暮らせるまちづくりを進め

ます。 

市民共助パイロット事業 
地域の福祉課題の解決を図る目的で、市民が企画・提案

した事業に対して、活動助成を行います。 

★印は、市からの委託事業 

 

２－３ コーディネート機能の強化 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

地域福祉コーディネー 

ターの配置 

専門の職員を地域に配置し、既存の制度・体制では解決

できない様々な福祉問題を解決する仕組みづくりを地域

住民と共に進めていきます。 

地域活動等への参加協力 
地区まちづくり推進協議会が開催する福祉関連事業への

参加協力を行います。 

地区まちづくり推進事業 地区まちづくり推進協議会への活動助成を行います。 
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第５章 具体的な取り組み 

基本目標３ 

市の総合的な施策による 
地域福祉の推進 

 

３－１ 相談窓口と情報提供の充実 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

福祉総合相談窓口★ 

福祉に関する相談を受け付け、適切な情報提供や他機関

へ紹介を行うなど、課題解決に向けて自立へのサポート

をします。 

地域包括支援センター★ 

公正・中立な立場から、地域における（１）高齢者の総

合相談・支援（２）介護予防ケアマネジメント（３）包

括的継続的ケアマネジメント（４）権利擁護を実施しま

す。 

障害者相談支援事業★ 

障害のある方やその家族が住み慣れた地域で必要なサー

ビスを受けることができるよう、相談支援やサービス利

用計画の作成を行います。 

社協だより「いーな」の

発行 
広報誌を発行して事業や制度の情報を全戸配布します。 

ＷＥＢによる情報の発

信・提供 

ホームページを活用して、福祉・ボランティア情報を発

信・提供します。 

ＳＮＳによる情報発信 
Twitter や Facebook 等を活用して、市民に広く情報を

発信します。 

★印は、市からの委託事業 

 

３－２ 市民の意見の反映 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

生活支援体制整備事業 

協議会の開催・運営★ 

地域の課題や意見を話し合う場として、各地区で協議会

を開催し、地域情報の共有・ネットワークの形成や地域

づくりを考えていきます。 

★印は、市からの委託事業 
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３－３ 安全で、安心して生活できる環境の実現 

＜共助事業＞ 

取り組み 活動内容 

地域減災まちづくり 

協働事業 

名古屋大学減災連携研究センターの協力のもと、下津市

民センター地区で地区防災カルテの作成、小正市民セン

ター地区で防災に関するアンケートを実施しています。 

自主防災会 

地震、風水害などの災害から自らの手でまちを守るため、

自主防災訓練や、地域の防災マップの作成、高齢者等の要

援護者の把握、消火設備の日常点検などを行っています。 

＜社会福祉協議会の事業＞ 

事業名 活動内容 

災害ボランティアセン 

ター整備 

災害発生時にボランティア団体やＮＰＯと連携して適

切に活動できる体制の整備を図ります。 

災害ボランティアセン 

ター活動者支援事業 

災害ボランティア活動者の育成及び活動支援を目的に、

被災地で活動する個人ボランティアへの助成や防災減

災カレッジ修了者への受講料の助成を行います。 

防災・減災セミナー 
自助・共助を周知啓発し、市民の防災･減災への意識を高

めます。 

資金貸付事業 
低所得者や身体障害者・高齢者世帯に対し、世帯の安定

を図るため資金貸付を行います。 

生活困窮者自立相談支援

事業★ 

安定した生活を送れるまでの支援として、就労支援や家

計相談のほか、各種専門機関の紹介や情報提供などを行

います。 

家計改善支援事業★ 
家計に関する相談や家計管理に関する指導等を行いま

す。 

学習支援事業★ 
「貧困の連鎖」を防止する観点から、生活困窮者家庭の

子どもへ学習支援を行います。 

就労準備支援事業★ 

直ちに就労することが難しい状態にある方に対して、状

況に応じたプログラムを作成し、就労に向けた基礎能力

形成の支援や就労体験機会の提供を行います。 

フードバンク活用支援 生活困窮者に対して、緊急的な食料支援を行います。 

日常生活自立支援事業 

認知症や知的障害などにより、自分で判断するのに不安

な方が安心して暮らせるよう、日常的な金銭管理や福祉

サービス利用のお手伝い等を行います。 

成年後見センター事業★ 
成年後見センターを設置し、成年後見に関するＰＲや利

用者の支援を行います。 

★印は、市からの委託事業 

  



  

52 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 

計画の推進 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の目標指標 
 

 

本計画で進めた施策の効果を評価するため、３つの基本目標ごとに下記の目標指標（成果

指標）を設定します。 

 

第４次計画の目標指標 

基本目標 目標指標 
基準値※１ 

（令和元年） 
方向性 

目標値 

（令和 6 年） 

１ “わたし”にで

きることから

はじめる地域

福祉の推進 

ボランティア活動

に参加したことが

ある人の割合 

42.8％ ↗ 
50.0％ 

以上 

２ 地域のみんな

で取り組む地

域福祉の推進 

台風などの災害時

に避難する際、手

助けをお願いでき

る人がいる人の割

合 

71.8％ ↗ 
75.0％ 

以上 

３ 市の総合的な

施策による地

域福祉の推進 

市の福祉事業・活

動全般に満足して

いる人の割合 

21.2％ ↗ 
30.0％ 

以上 

※１ 「基準値」：第４次計画策定時の現状値（アンケート調査による） 
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第６章 計画の推進 

２ 計画の推進体制 
 

 

本計画を推進するため、以下のような体制の整備を行います。 

 

①計画の進捗状況の確認 
施策の進捗状況を定期的に確認し、計画を推進します。 

 

②市民との協働による地域福祉の推進 
基本目標ごとに記載した「地域福祉の取り組み」を、市民、地域、社会福祉協議会及

び市の行動指針とし、様々な地域福祉活動を推進します。 

市民の意見を聞き、施策に反映する取り組みを行います。 

 

③情報提供による市民参加の促進 
施策・計画の浸透状況や各地区の取り組み状況など地域福祉推進に関わる情報提供を

行い、多くの市民が参加できる体制づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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資料編 

１ 計画の策定経緯 
 

 

開催日 会議等 内容 

令和元年 

８月 14 日 

～９月５日 
アンケート調査 

・市内在住の中学生以上の男女

2,800 人を対象に実施 

９月 25 日 
プロジェクトチーム会議

（第１回） 

・地域福祉計画の策定について 

・アンケート調査結果の中間報

告について 

・地域福祉に係る実施事業の確

認について 

10 月８日 策定委員会（第１回） 

・地域福祉計画の策定について 

・アンケート調査結果の中間報

告について 

11 月７日 意見交換会 

・稲沢市民センター地区、明治市

民センター地区、千代田市民

センター地区 

・地域の課題の解決策について 

11 月 15 日 意見交換会 

・小正市民センター地区、下津市

民センター地区、大里西市民

センター地区、大里東市民セ

ンター地区 

・地域の課題の解説策について 

11 月 20 日 意見交換会 
・祖父江支所地区、平和支所地区 

・地域の課題の解決策について 

11 月 29 日 
プロジェクトチーム会議

（第２回） 

・アンケート調査結果について 

・地域福祉計画案について 

12 月 13 日 策定委員会（第２回） 

・アンケート調査について 

・意見交換会の結果について 

・地域福祉計画案について 

 １２月２３日 

～令和２年 

１月 22 日 

パブリックコメント 
・計画案の公表と市民意見の募

集 

２月３日 策定委員会（第３回） 

・パブリックコメントの実施結

果について 

・地域福祉計画案について 
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資料編 

２ 稲沢市地域福祉計画策定委員会設置要綱 
 

 
 ↓─ │⁸ ─ ⁸ ┘ ⌐ ⇔ ⌂

╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 
 

 ⌐ ∆╢
₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢√╘⁸ ₈

₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢⁹ 
 

 │⁸ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 
(1)  ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 
(2)  ∕─ ─ ⌐ ⌂ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 
 │⁸ ≢ ∆╢⁹ 

 │⁸ ⌐ →╢ ─℮∟⅛╠ ⅜ ∆╢⁹ 
(1)  ┘ ─  
(2)  ─  
(3)  ─  
(4)  ─  
(5)  ╩ ∆╢╙─ 
(6)  ∕─ ⅜ ≤ ╘╢  

 
 ─ │⁸ ─ ⅜ ∆╢╕≢≤∆╢⁹ 

 
 ⌐⁸ ┘ ╩ ↄ⁹ 

 ┘ │⁸ ─ ⌐╟∫≡ ╘╢⁹ 
 │⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢⁹ 
 │⁸ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⅜№╢≤⅝⁸ │ ↑√≤⅝│⁸∕─
╩ ∆╢⁹ 

 
 ─ │⁸ ⅜ ⇔⁸ ─ ≤⌂╢⁹ 

 │⁸ ─ ─ ⅜⌂↑╣┌ ↄ↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ 
 ─ │ ─ ╩╙∫≡ ⇔⁸ ─≤⅝│ ─ ∆╢≤

↓╤⌐╟╢⁹ 
─  

 │⁸ ⅜№╢≤ ╘√≤⅝│⁸ ─ ╩ ╘⁸ │ ╩
ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 
 ─ │⁸ ⌐⅔™≡ ∆╢⁹ 

 
 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜

⌐ ∫≡ ╘╢⁹ 
  
↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

   
↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  
↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 
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資料編 

３ 稲沢市社会福祉協議会地域福祉活動計画 
策定委員会設置要綱 

 
 
  

 ↓─ │⁸ ─ ⁸
┘ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

  
 ┘ ₈

₉≤™℮⁹ ╩ ⌐ ∆╢√╘⁸ ₈
₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢⁹ 
  

 │⁸ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 
 (1) ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 
 (2) ∕─ ─ ⌐ ⌂ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 
  

 │⁸ ╩╙∫≡ ⇔⁸
₈ ₉≤™℮⁹ ⅜ ∆╢⁹ 

  
 ─ │⁸ ─ ⅜ ╕≢≤∆╢⁹ 

 ─  
 ⌐│ ⌐ ∂≡ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╘╢⁹ 
 ─  

 │⁸ ≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ╩ ╘⁸ │ ╩ ↄ↓≤
⅜≢⅝╢⁹ 

  
 ─ │⁸ ⌐ ↄ⁹ 

 ∕─  
 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛ ⌂ │⁸ ⅜ ⌐ ╘╢⁹ 

    
↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 
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資料編 

4 稲 沢 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 
稲沢市地域福祉活動計画策定委員会 
委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷

 ⁷

⁷  ⁷

 ⁷

 ⁷

◒ꜝⱩ  ⁷

╖╠™ ≡Ⱡ♇♩⁷ ⁷

⁷ ⁷

╕∟≠ↄ╡ ⁷ ⁷

⁷ ⁷

Ⱳꜝfi♥▫▪ה  ⁷

 ⁷™≠╖

⁷ ⁷

⁸
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資料編 

５ 稲沢市地域福祉計画策定プロジェクト

チーム設置要綱 
 

 

 ↓─ │⁸ ⱪ꜡☺▼◒♩♅כⱶ─ ⁸ ┘

⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 ⌐ ∆╢

₈ ₉≤™℮⁹ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⱪ꜡☺▼◒♩

ⱶכ♅ ₈ⱪ꜡☺▼◒♩₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢⁹ 

 

 ⱪ꜡☺▼◒♩│⁸ ─ ⌐≈™≡ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢⁹ 

(1)  ─ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

(2)  ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

(3)  ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

(4)  ∕─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

┘  

 ⱪ꜡☺▼◒♩│⁸ ⌐ →╢ⱷfiⱣכ≢ ∆╢⁹ 

 ⱷfiⱣכ─ │⁸ ─ ⅜ ∆╢╕≢≤∆╢⁹ 

┘  

 ⱪ꜡☺▼◒♩⌐⁸ ┘ ╩ ↄ⁹ 

 │⁸ ╩╙∫≡ ≡⁸ │⁸ ╩╙∫≡ ≡╢⁹ 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ⱪ꜡☺▼◒♩╩ ∆╢⁹ 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ⌐ ⅜№╢≤⅝⁸ │ ⅜ ↑√≤⅝│⁸∕─

╩ ∆╢⁹ 

 

 ⱪ꜡☺▼◒♩─ │⁸ ⅜ ⇔⁸ ⅜ ≤⌂╢⁹ 

 ⱪ꜡☺▼◒♩─ │⁸ⱷfiⱣכ─ ─ ⅜⌂↑╣┌ ↄ↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ 

─  

 ⱪ꜡☺▼◒♩│⁸ ⌐ ∂⁸ ─ ╩ ╘⁸ │ ╩ ↄ↓≤⅜

≢⅝╢⁹ 

 

 ⱪ꜡☺▼◒♩─ │⁸ ⌐⅔™≡ ∆╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ⱪ꜡☺▼◒♩─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜

ⱪ꜡☺▼◒♩⌐ ∫≡ ╘╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

   

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 
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↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

 ─ ─  

─ ─  

ⁿ  ─ ─  

─ ─  

ⁿ   

 

─ ─  

ⁿ ≥╙  ≡ ─ ─  

─ ─  

─ ─  

ⁿ  ─  

 ─  
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資料編 

６ 社会福祉法 
 

 

  

 

 ↓─ │⁸ ╩ ≤∆╢ ─ ⌐⅔↑╢ ╩ ╘⁸

╩ ≤∆╢ ─ ≤ ╕≈≡⁸ ─☻ⱦכ◘ ─ ─ ┘ ⌐⅔

↑╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ─ ⅛≈

⌂ ─ ┘ ╩ ≤∆╢ ─ ⌂ ╩ ╡⁸╙≈≡ ─

⌐ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤│⁸ ┘

╩™℮⁹ 

 ⌐ →╢ ╩ ≤∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ⁸ ∕─

╩ │ ⌂ ≢ ↕∑≡ ─ ╩ ℮↓≤╩ ≤∆╢ ╩

∆╢ ┘ ⌐ ⇔≡ ╩ ℮  

 ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ │ ╩ ∆╢  

 ⌐ ∆╢ ⱱכⱶ⁸

ⱱכⱶ │ ⱱכⱶ╩ ∆╢  

 ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─

⌐ ∆╢ ╩ ∆╢  

  

 ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢  

 ╩ ∆╢ ┘ ⌐ ⇔≡ │ ≢ ╩ ∆╢  

 ⌐ →╢ ╩ ≤∆╢⁹ 

 ⌐ ⇔≡⁸∕─ ≢ ∕─ ─ ⇔ↄ│↓╣⌐ ∆╢

╩ ⅎ⁸ │ ⌐ ∆╢ ⌐ ∏╢  

─  ⌐ ∆╢

 

 ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ≡ ⁸ ⁸

⁸ ≡ ⁸ ⅛╡ ⁸ ⁸

⁸ │ ≡ ⁸ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸

│ ☿fi♃כ╩ ∆╢ ┘ ─ ─ ⌐≈™≡

⌐ ∏╢  

─  ─ ≥╙⌐ ∆╢ ⁸ ─ ⌂ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢ ↓≥╙ ╩ ∆╢  

─  №∫∑╪ ⌐╟╢ ─№∫∑╪⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢ №≈∑╪  

 ┘ ┘⌐ ⌐ ∆╢

⁸ │ ┘ ⌐

∆╢ ה ╩ ∆╢  

 ⌐ ∆╢ ⁸ ☻ⱦכ◘▬♦ ⁸ ⁸

⁸ │ ☻ⱦכ◘
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┘ ⌐ ∆╢ ⁸כ♃ⱦ☻☿fiכ◘▬♦ ⁸ ☿fi

כ♃ │ ☿fi♃כ╩ ∆╢  

─  ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─ ⌐ ∆╢

☻ⱦכ◘ ⁸ ⁸ │ ┘ ⌐ ∆

╢ ☿fi♃כ │ ⱱכⱶ╩ ∆╢  

 ⌐ ∆╢

⁸ │ ⇔ↄ│ ⁸ ⌐ ∆╢

☿fi♃⁸כ ⁸ │ ╩

∆╢ ┘ ─ ⌐ ∏╢  

 ⌐ ∆╢ ─ ⌐

∏╢  

  

 ─√╘⌐⁸ │ ⌂ ≢⁸ ╩ ⇔ ↑⁸ │ ∕─

─ ╩ ↕∑╢  

 ─√╘⌐⁸ │ ⌂ ≢ ╩ ℮  

 ⌐ ⇔≡⁸ │ ⌂ ≢

⌐ ∆╢ │ ╩ ↕∑╢  

 ─ ╩ ↑⁸ │ ⌂ ≢↓╣╩ ↕∑╢↓≤∕─

∕─ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ┘ ╩ ╢√╘─ ─ ╩ ℮╙─

╩™℮⁹  

☻ⱦכ◘  ─ ⌐╟╡ ╩ ╗─⌐ ⅜№╢ ⌐

⇔≡⁸ │ ⌂ ≢⁸ ☻ⱦכ◘ ┘ ─ ⌐⅔™≡

↕╣╢╙─⌐ ╢⁹ ↓─ ⌐⅔™≡ ∂⁹ ─ ⌐ ⇔ ⌐ ∂⁸ ┘ ╩

™⁸ ┘⌐ ─☻ⱦכ◘ ╩ ↑╢√╘⌐ ⌂ │ ─☻ⱦכ◘ ⌐ ∆

╢ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢↓≤∕─ ─ ─☻ⱦכ◘ ⌂ ─√╘─

─ ╩ ⌐ ℮ ╩™℮⁹  

 ┘ ─ ⌐ ∆╢ │ ╩ ℮  

 ↓─ ⌐⅔↑╢₈ ₉⌐│⁸ ⌐ →╢ │⁸ ╕╣⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ₈

₉≤™℮⁹  

 ⅜ ⌐ →╢ ⌐№≈≡│⁸ ╩ ⅎ⌂™  

 │ ─ ℮ ≢№≈≡⁸ │ ─√╘⌐∆╢╙─ 

 ┘ ⅛╠ ╕≢⌐ →╢ ≢№≈≡⁸ ╩ ↑╢

⅜⁸ ↕∑≡ ╩ ℮╙─⌐№≈≡│ ⁸∕─ ─╙─⌐№≈≡│ ≢

╘╢╙─⌐№≈≡│⁸ ⌐ √⌂™╙─ 

 ⌐ →╢ ─℮∟⁸ ─ ╩ ℮╙─≢№≈≡⁸ ─

⅜ ⌐ √⌂™╙─ │ ╩ ↑╢ ─ ⅜ ⌐

√⌂™╙─ 

─☻ⱦכ◘  

ⱦ☻│⁸כ◘  ─ ─ ╩ ≤⇔⁸∕─ │⁸ ─☻ⱦכ◘ ⅜

≤╙⌐ ╛⅛⌐ ↕╣⁸ │∕─ ∆╢ ⌐ ∂ ⇔√ ╩ ╗↓≤⅜≢

⅝╢╟℮⌐ ∆╢╙─≤⇔≡⁸ ⅛≈ ⌂╙─≢⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 ⁸ ╩ ≤∆╢ ╩ ∆╢ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ℮

₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ⌐ ⇔⁸ ╩☻ⱦכ◘ ≤∆╢ ⅜

╩ ∆╢ ≤⇔≡ ╩ ╖⁸ ⁸ ⁸ ∕─ №╠╝╢ ─

⌐ ∆╢ ⅜ ↕╣╢╟℮⌐⁸ ─ ⌐ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐ √≈≡│⁸ ╩☻ⱦכ◘ ≤∆╢ ┘∕

─ ⅜ ⅎ╢ ⁸ ⁸ ⇔ↄ│ ≤⌂╢↓≤─

│ ⇔ↄ│ ─ ⇔ↄ│ ─ ╩™℮⁹⁸ ⁸ ╕™⁸
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┘ ⌐ ∆╢ ⁸ ╩☻ⱦכ◘ ≤∆╢ ─ ⅛╠─ ∕─

─ ╩☻ⱦכ◘ ≤∆╢ ⅜ ╩ ╖⁸№╠╝╢ ─ ⌐ ∆╢

⅜ ↕╣╢ ≢─ ─ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⇔⁸

─ ⌐ ∆╢ ╩ ℮ ₈ ₉≤™℮⁹ ≤─ ⌐╟╡∕

─ ╩ ╢╟℮ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

─☻ⱦכ◘ ─  

 ╩ ≤∆╢ ╩ ∆╢ │⁸∕─ ∆╢ ⌂ ™≈⌐☻ⱦכ◘

≡⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐ ╢ ╩ ℮ ─ ≤─

╩ ╡⁸⅛≈⁸ ─⧵☻ⱦכ◘ ─ ─≥☻ⱦכ◘╢∆ ⌂ ╩ ╢╟℮

╩ ™≈≈⁸↓╣╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮⌐∕─ ─ ⌐ ╘⌂

↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─☻ⱦכ◘ ─ ⌐ ∆╢ ┘ ─  

 ┘ │⁸ ╩ ≤∆╢ ╩ ∆╢ ≤ ⇔≡⁸

╩ ≤∆╢ ─ ⅛≈ ⌂ ⅜ ╠╣╢╟℮⁸ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢

─ ⌐ ∆╢ ⁸ ─☻ⱦכ◘ ⌂ ─ ⌐ ∆╢ ∕─ ─ ⌂ ─

╩ ∂⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ┘ │⁸ ⅜ ╩ ⇔⁸ ≤─ ⌐

╟╡∕─ ╩ ╢↓≤╩ ∆╢ ∕─ ─ ─√╘⌐ ⌂ ─ ╩

∏╢╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

⌂ ─  

─  │⁸ ⌐ →╢ ─ ∕─ ─ ─ ╩ ∂⁸ ┘

⌐╟╢⁸ ─ ─√╘─ ─ ⅜ ⌐ ╦╣⁸ ─

⌐ ∆╢ ⅜ ⌐ ↕╣╢ ╩ ∆╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ┼─ ─ ╩ ∆ ╩ ℮ ⌐ ∆╢ ⁸

⅜ ⌐ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢ ─ ⁸ ⌐ ∆╢ ─ ∕─ ─

⅜ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ─ ⌐ ∆╢  

 ⅜ ╠ ─ ⅜ ⅎ╢ ⌐ ∆╢ ⌐ ∂⁸ ⌂

─ ┘ ╩ ™⁸ ⌐ ∂≡⁸ ⌐ ⇔⁸ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢

─ ⌐ ∆╢  

 ⌐ ∆╢ ╩ ℮ ∕

─ ─ ⅜⁸ ╩ ∆╢√╘⌐⁸ ─ ⌂ ─ ⁸∕─

⌐ ∆╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮ ─ ⌐ ∆╢  

 │⁸ ⌐ →╢ ⌐ ⇔≡⁸∕─ ⅛≈ ⌂ ╩ ╢√╘

⌂ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

  

 

 │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ≤⇔≡ ⌐ →╢ ╩ ⌐ ╘╢

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐⅔↑╢ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ∕─ ─ ⌐ ⇔⁸ ⇔≡

╡ ╗═⅝  

 ⌐⅔↑╢ ─☻ⱦכ◘ ⌂ ─ ⌐ ∆╢  

 ⌐⅔↑╢ ╩ ≤∆╢ ─ ⌂ ⌐ ∆╢  

 ⌐ ∆╢ ┼─ ─ ─ ⌐ ∆╢  

 ⌐ →╢ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

 │⁸ ╩ ⇔⁸ │ ⇔╟℮≤∆╢≤⅝│⁸№╠⅛∂╘⁸

─ ╩ ↕∑╢╟℮ ╘╢≤≤╙⌐⁸∕─ ╩ ∆╢╟℮ ╘╢╙─≤∆

╢⁹ 

 │⁸ ⌐⁸∕─ ⇔√ ⌐≈™≡⁸ ⁸ ┘ ╩
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℮╟℮ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ╩ ∆╢

╙─≤∆╢⁹ 

 

  

┘  

 │⁸ │ ─ ─ ─ ⌐⅔™

≡ ⌐ →╢ ╩ ℮↓≤⌐╟╡ ─ ╩ ╢↓≤╩ ≤∆╢ ≢№≈≡⁸

∕─ ⌐⅔↑╢ ╩ ≤∆╢ ╩ ∆╢ ┘ ⌐ ∆╢ ╩

℮ ⅜ ⇔⁸⅛≈⁸ ⌐№≈≡│∕─ ⌐⅔↑╢ ─

┘ │ ╩ ∆╢ ─ ⅜⁸ ─ ┘ ⌐

№≈≡│∕─ ⌐⅔↑╢ │ ╩ ∆╢ ─ ⅜ ∆

╢╙─≤∆╢⁹ 

 ╩ ≤∆╢ ─ ┘  

 ⌐ ∆╢ ┼─ ─ ─√╘─  

 ╩ ≤∆╢ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ┘  

 ⌐ →╢ ─╒⅛⁸ ╩ ≤∆╢ ─ ⌂ ╩ ╢√╘⌐

⌂  

 │⁸ │ ─ ─ ⌐ ∆╢

┘ ─ ─ ⌐ ∆╢ ╩™℮⁹─ ⌐⅔™≡

⌐ →╢ ╩ ℮↓≤⌐╟╡ ─ ╩ ╢↓≤╩ ≤∆╢ ≢№≈≡⁸∕─

⌐⅔↑╢ ╩ ≤∆╢ ╩ ∆╢ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ℮

⅜ ⇔⁸⅛≈⁸∕─ ⌐⅔™≡ │ ╩ ∆╢ ─

⅜ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─℮∟⁸ ─ ╩ ≤∆╢╙─│⁸ ⌐ →╢

─╒⅛⁸∕─ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ┘ ─ ─ ╩

℮╙─≤∆╢⁹ 

 ┘ │⁸ ⌐ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡

⌂ ⅜ ╕╣╢ ⌐│⁸∕─ ╩ ⅎ≡ ⌐ →╢ ╩ ∆╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ │⁸ ┘ ─ ≤⌂╢↓≤⅜

≢⅝╢⁹√∞⇔⁸ ─ ─ ─ ╩ ⅎ≡│⌂╠⌂™⁹ 

 ┘ │⁸ ╩ ≤∆╢ ╩ ∆╢

│ ⌐ ∆╢ ╩ ℮ ⅛╠ ─ ⅜№≈√≤⅝│⁸ ⌂ ⅜⌂™─

⌐↓╣╩ ╪≢│⌂╠⌂™⁹ 
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資料編 

７ 地域福祉についてのアンケート調査結果 
 

 

調査の概要 

─  

  │⁸ ─ ⌐≈™≡─ ⅎ ⁸ ┼─ ⌂≥─ ╩ ⇔⁸

₈ ה ₉─ ─ ╩ ╢↓≤╩ ⌐ ⇔╕

⇔√⁹ 

 

─  

調 査 地 域 稲沢市全域 

調 査 対 象 稲沢市に居住する中学生以上の男女 

サ ン プ ル 数 2,800 人 

抽 出 方 法 無作為抽出 

調 査 方 法 郵送配布、郵送回収 

調 査 時 期 令和元年８月 15 日～９月５日 

 

 

配布数 回収数 有効 無効 未回収 

2, 800 1,252 1,252 0 1,548 

100.0% 44.7% 44.7% 0.0% 55.3% 

 

 

─  

│∆═≡Ɽכ☿fi♩≢ ⇔⁸ ╩ ⇔≡ ⇔╕⇔√⁹

∕─√╘Ɽכ☿fi♩─ ⅜ 100⌐⌂╠⌂™↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

≤⌂╢═⅝ │⁸₈ ₉≤⇔≡ ⇔╕⇔√⁹⇔√⅜∫≡ │⁸ ╩

100 ≤⇔≡ ⇔≡™╕∆⁹ 

⅜ ⌂ ─ │⁸∕─ ╩ ╪∞ ⅜ ─℮∟ ⌂─

⅛⁸≤™℮ ╩⇔╕∆⁹∕─√╘⁸ ─ ─ │ 100 ╩ ⅎ╕∆⁹ 

⁸◓ꜝⱨ ─ ⇔ ┘ ≢─ │⁸ ─ ╩ ⌂╦⌂™

⌐ ⇔≡ ⇔≡™╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

─ ≢⁸ ─ ≤─ ╩ ╡ ╪≢™╢ ⅜№╡╕∆⁹

─ ─ │⁸ 26 ╩ ™≡ ∂≢№╡⁸ │

1,376 49.1 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 
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調査結果 

 ─  
     

 

ừ ─ │⁸₈ ₉⅜46. 3 ⁸

₈ ₉⅜52.0 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

  

ừ │⁸₈70 ₉⅜23.6 ≢ ╙ ↄ⁸

™≢₈60 ₉⅜18.6 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ừ │⁸₈ ☿fi♃כ ₉

19.6 ⁸₈ ₉ 14.4 ⁸

₈ ☿fi♃כ ₉ 14.3 ⅜ ↄ⁸

₈ ☿fi♃כ ₉ 5. 0 ⅜

╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ 

  

ừ │⁸₈ ₉⅜31.3 ≢ ╙ ↄ⌂∫

≡™╕∆⁹ ╠⅛─ ⌐ ™≡™╢ ≢

│⁸₈ ╘ ה ₉⅜30.6

≢ ╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

46.3%

52.0%

1.7%
 

6.5

5.9

10.9

17.3

16.3

18.6

23.6

0.9

0 10 20 30

 

19.6

14.3

8.6

8.5

5.0

9.4

8.5

14.4

10.0

1.5

0 10 20 30  

30.6

22.0

7.2

7.2

31.3

0.9

0.9
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ừ │⁸₈ ₉ 46. 0

⅜ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ ₉⅜27.5 %

≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─  
 

ừ ─ │⁸₈65 ─ ₉⅜™

╢ ⅜ ≤⌂∫≡™╕∆⁹╕√⁸₈

₉₈ ₉₈ ₉│∕╣∙╣

≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ừ ≢─ │⁸₈20 ₉⅜69.8

≢ ╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹╕√⁸10 ─

│⁸ ╦∑≡85. 4 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

7.3

27.5

46.0

8.1

10.1

1.0

0 20 40 60

 

10.1

12.1

9.7

50.3

10.0

6.5

26.7

1.3

0 20 40 60

 

7.3

6.5

15.6

69.8

0.8

0 20 40 60 80
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 ₈ ₉≤─ ╦╡⌐≈™≡ 
 ₈ ₉≤ ⅎ╢  

 №⌂√⌐≤∫≡ ⌐ ∂╢₈ ₉≤│⁸≥↓╕≢─ ∞≤⅔ ⅎ≢∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ⌐ ∂╢₈ ₉─ │⁸₈

ה ₉⅜ 34.2 ≢ ╙ ↄ⁸

™≢₈≤⌂╡ ₉⅜ 17.6 ⁸₈

₉⅜ 14.1 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⅝ ™─  

 №⌂√│⁸ ─ ≤≥─ ─⅔≈⅝ ™╩⇔≡™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ⅝ ™─ │⁸₈№™↕≈

∆╢ ₉ 43.1 ≤₈ ∟ ╩

∆╢ ₉ 32.3 ≤™∫√Γ

∫√≤⅝⌐ ∆╢ Δ─ ⅜ ↄ

⌂∫≡™╕∆⁹₈ ∫√≤⅝⌐ ⇔

√╡⁸ ↑ ⅎ╢₉ 12.5 ⁸₈⅔

™─ ╩ ⅝ ∆╢₉ 4. 3 ≤

™∫√Γ ⇔ↄ ⇔≡™╢ Δ│№

╦∑≡16.8 ≤⌂∫≡™╕∆⁹╕√⁸

₈╒≤╪≥≈⅝ ™│⌂™₉│ 6.3

≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

  

 

17.6

10.9

34.2

14.1

9.5

10

1.5

2.2

0 10 20 30 40

 

12.5

4.3

32.3

43.1

6.3

1.4

10.3

7.1

33.6

39.7

7.0

2.3

0 20 40 60
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 ≤─≈⌂⅜╡⌐≈™≡ 

 №⌂√ │⁸ ≤─≈⌂⅜╡⅜№╢≤ ™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ≤─≈⌂⅜╡│⁸₈≈⌂⅜╡⅜

№╢≤ ℮₉⅜ 35.0 ⁸₈№╕╡≈⌂

⅜╡│⌂™≤ ℮₉⅜ 51.2 ≢⁸⌂™

≤ ℮ ─ ⅜ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 ≈⌂⅜╡⅜№╢≤ ℮↓≤ 

ₒ ≢₈ ₉≤ ⅎ√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆⁹x  

 ≥─╟℮⌂≤↓╤≢≈⌂⅜╡⅜№╢≤ ™╕∆⅛⁹ ≈╕≢  

 

● ≈⌂⅜╡⅜№╢≤ ℮↓≤│⁸₈

╛ ─ ┼─ ₉ 57.8 ⁸

₈ ↔╤─≤⌂╡ ─≈⅝ ™₉

55.9 ⁸₈ ה ₉50.2

⅜∕╣∙╣ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≤─≈⌂⅜╡⌐≈™≡─ ⅎ  

 №⌂√│⁸ ≤─≈⌂⅜╡⅜№∫√╒℮⅜╟™≤ ™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ≤─≈⌂⅜╡⌐≈™≡─ ⅎ

│⁸₈≈⌂⅜╡⅜№∫√╒℮⅜╟™₉

⅜ 73.1 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ ⁸₈≈

⌂⅜╡│⌂ↄ≡╙╟™₉│ 10.6 ≤

⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

  

125235.0 51.2 6.5 7.3

125273.1 10.6 15.3

1.0

57.8

55.9

50.2

13.0

12.3

9.8

4.3

0.2

55.7

53.8

46.4

18.6

13.8

11.0

5.1

0.4

0 20 40 60 80
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 ⅝ ™⌐ ∆╢ ⅎ  

 №⌂√─↔ ─⅔ ⅝ ™⌐ ∆╢ ⅎ │⁸ ─≥╣⌐ ™≢∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ─ ⅝ ™⌐ ∆╢ ⅎ

│⁸₈№™↕≈╩∆╢↓≤╛ ∫√

⌐ ∆╢↓≤│ ∞≤ ℮₉⅜

65.7 ≢ ╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹₈№

™↕≈ │∆╢⅜⁸ ↄ⅛⅛╦╢

│⌂™≤ ℮₉⅜ 22.4 ⁸₈ ⅛

╠ ↑ ∫≡ ╠⇔≡™ↄ↓≤⅜

∞≤ ℮₉│ 10.1 ≤⌂∫≡™╕

∆⁹ 

 

 

 

 ⌐ ↑⇔≡╒⇔™↓≤ 

 ↔ ≤─⅔ ⅝ ™─ ≢⁸№⌂√╛№⌂√─ ⅜₈ ↑╩⇔≡ ⇔™₉≤ ℮↓≤│№

╡╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● ⅝ ™─ ≢ ↑⇔≡╒

⇔™↓≤│⁸₈ ─ ↑₉⅜

64.5 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈

─ ה↑⅛ ╡₉⅜ 39. 1 ⁸₈ ⇔

₉⅜14. 8 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ ⁸

₈ ⌐⌂™₉│ 26.1 ≤⌂∫≡™╕

∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─ ⌐ ↑╩⅔ ™≢⅝╢  

 №⌂√│⁸ ⌂≥─ ⌐ ∆╢ ⁸ ↑╩⅔ ™≢⅝╢ ⁸ ─ ⌂≥ ⅜

™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ⌐ ∆╢ ⌐ ↑╩⅔

™≢⅝╢ ⅜™╢⅛≥℮⅛⌐≈™

≡│⁸₈™╢₉⅜ 71.8 ⁸₈™⌂™₉

⅜ 27.2 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

  

 

10.1

65.7

22.4

0.5

1.3

0 20 40 60 80

 

64.5 

39.1 

14.8 

3.5 

3.0 
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1.4 
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ה  ─ ╡ ╖─  

 ╛ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╡ ╖ ⌐≈™≡⁸ ∫≡™╢╙─╩№→≡ ↕™⁹ ™ↄ

≈≢╙  

 

● ╛ ─ ⌐ ∆╢ ╡

╖ ≢ ∫≡™╢╙─│⁸₈

◦☻♥ⱶ ₉⅜ 19.9 ≢ ╙

ↄ⁸ ™≢₈Ⱬꜟⱪⱴ₉19.8◒כ ⁸

₈ ₉♪כ◌ 10.9 ⁸₈ ─Ᵽ

♩fi₉ 7.1 ≤⌂∫≡™╕∆⁹

⁸₈ ≈╙ ╠⌂™₉│ 54.5 ≤

≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

10 ─ ⌐≈™≡─ ⅎ  

10 ─ ⅎ≤⇔≡⁸ β ─╟℮⌐⁸ ≢ ╩ ∆

╢↓≤⌐≈™≡⁸≥℮ ™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ─ ⅎ≤⇔≡ ≢

╩ ∆╢↓≤⌐≈™≡│⁸₈⅛⌂

╡ ∞≤ ℮₉⅜ 19.8 ⁸₈№╢

∞≤ ℮₉⅜ 59.4 ≢⁸ ╩

╦∑√a ∞≤ ℮ ⅜e 79.2 ≤⌂

∫≡™╕∆⁹₈≥∟╠≤╙™ⅎ⌂™₉

│ 14.5 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 ┼─ ⌐≈™≡ 
 ⌐≈™≡─  

11 №⌂√│⁸ ⌐≈™≡ ⅜№╡╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ⌐≈™≡─ │⁸₈№╢

⅜№╢₉⅜53. 2 ≢ ╙ ↄ⁸

₈≤≡╙ ⅜№╢₉ 11. 8 ╩№

╦∑√a ⅜№╢ │e 65.0 ≤⌂╡

╕∆⁹ ⁸₈№╕╡ ⅜⌂™₉₈╕

∫√ↄ ⅜⌂™₉╩№╦∑√a

⅜⌂™ₑ│ 25.2 ≤⌂∫≡™╕∆⁹  

 

19.9 

19.8 

10.9 

7.1 

5.3 

1.5 

54.5 

2.9 

0 20 40 60

125219.8 59.4 14.5

3.71.9
0.7

125211.8 53.2 23.4

1.8

8.9
0.9

※ 避難行動要支援者登録制度 

体の不自由な方や寝たきりの高齢者等で、災害時に自力

での避難が困難な方の情報を市に登録する制度 
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 ₈ ₉─  

12 №⌂√│⁸₈ ₉╩ ∫≡™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ─₈ ╩╟ↄ

∫≡™╢₉ 0.2 ⁸₈ ╩№╢

∫≡™╢₉ 3. 4 │⁸≤╙⌐

≤⌂∫≡™╕∆⁹↓╣⌐₈

╩ ™√↓≤⅜№╢₉ 21.3 ╩

╦∑√ │ 24.9 ≤⌂∫≡™

╕∆⁹ ⁸₈ ╠⌂™₉│ 73.7 ≤

⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 ⌐ ∆╢ ─  

13 №⌂√│⁸ ⌐ ∆╢ ╩≥↓⅛╠ ≡™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● ⌐ ∆╢ ─ │⁸

₈ ─ ⅜Ɽfiⱨ꜠♇♩₉ה

54.6 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ ה

⅜₉○☺ꜝהⱦ꜠♥ה 29.2 ⁸₈

ה ₉⅜ 20.7 ⁸₈ ה ₉

⅜ 15.5 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1252

0.2

3.4 21.3 73.7 1.4

 

54.6
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3.9

3.3

3.0

2.2

3.0
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 ─ ⌐≈™≡ 
 ─ ╛  

14 №⌂√─ ╪≢™╢ ≢⁸ ⌐ ⇔⁸≥─╟℮⌂ ╛ ⅜№╢≤ ™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢

╙  

 

● ⌐ ∆╢⁸ ─ ╛

│⁸₈ ה ╡ↄ≠∟╕ה

─ ─⌂╡ ה ™ ⅜ ⌂™₉⅜

31.9 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ ─

₉ 30.8 ⁸₈ ─╕≤╕

╡╛ ↑ ™⅜ ⌂ↄ⌂∫≡⅝≡™

╢₉ 29.5 ⁸₈ ה ⌂

≥⅜ ╠⇔╛∆™ ≠ↄ╡₉

27.6 ⁸₈ ה ⌂≥─

─ ₉ 24.8 ≤⌂∫

≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

31.9
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 ─ ╡↔≤─  

15 ╙⇔⁸№⌂√⅜ ─ ╡↔≤╩ ⅎ√≤⅝⁸ ≥↓ ⌐ ⇔╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● ─ ╡↔≤─ │⁸

₈ ה ₉⅜ 86.1 ≢ ╙ ↄ⁸

™≢₈ ה ₉⅜ 40.7 ⁸₈

⌂≥─ ₉⅜ 37.7 ⁸₈

╛ ₉⅜ 10.5 ≤⌂∫≡™╕

∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─  

16 ⌐│⁸ ─ ─√╘⌐⁸ ≢ ↑⅜ ⌂ ─ ⌐─∫√╡⁸

┼─ ╩ ∆⌂≥⁸↕╕↨╕⌂ ╩ ℮₈ ₉⅜№╡╕∆⁹№⌂√│⁸

↓─ ╩ ∫≡™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ⌐≈™≡│⁸

₈ ╕≢ ∫≡™╢₉│5. 8 ⁸

₈ │ ∫≡™╢⅜⁸ │╟

ↄ ╠⌂™₉⅜ 54.2 ≢ ╙ ↄ⌂

∫≡™╕∆⁹↓╣╠╩ ╦∑√

│ 60.0 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 
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 ⌐ ∆╢  

17 №⌂√│⁸ ⌐ ∆╢ │ ∞≤ ™╕∆⅛⁹ ≈╕≢  

 

● ⌐ ∆╢ │⁸

₈ ⇔╛∆™ ─ ₉⅜

41.5 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ ─

╩ ⇔⁸ →⌂≈⌐☻ⱦכ◘⌂

╢↓≤₉⅜ 26.6 ⁸₈ ┼─ ⌐

∆╢ ─ ₉⅜ 24.4 ⁸

₈ ╛ ≤⌂☻ⱦכ◘

⌐╟╢ ─☻ⱦכ◘ ₉⅜

23.9 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─ ─  

ה 18 │⁸ ─ ╩╙∫≡⁸ ╙⅜ ⇔≡ ╠∆↓≤─≢⅝╢

╩╘↨⇔≡⁸↕╕↨╕⌂ ╩ ∫≡™╕∆⁹№⌂√│⁸⅔ ╕™─ ─ ה

↕╪╩ ∫≡™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ─ ה ⌐≈™≡

│⁸₈ ⅛╙ ╙ ∫≡™╢₉

│ 10.5 ≢⁸↓╣⌐₈ │ ∫

≡™╢⅜⁸ ⅛│ ╠⌂™₉₈ ⅛│

∫≡™╢⅜⁸ │╟ↄ ╠⌂

™₉╩ ╦∑√ │ 49.3 ≤⌂

∫≡™╕∆⁹ ⁸₈ ⅛╙

╙ ╠⌂™₉│ 49.2 ≤⌂∫≡™╕

∆⁹ 
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 ⌐≈™≡─ ⅎ  

19 №⌂√─ ╪≢™╢ ≢⁸ ╠⅛─ ╩ ≤⇔≡™╢ ╠⇔─ ⁸ ╩

≤⇔≡™╢ ⁸ ≡ ─ ⌂≥ ┼─ ⌐≈™≡⁸№⌂√─ ⅎ⌐ ╙ ™╙─│≥╣

≢∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ⌐≈™≡─ ⅎ ╩√∏

⌡√≤↓╤⁸₈ ╩⇔√™⅜⁸

─↓≤≢ ≢∕─ ⅜⌂™₉⅜

34.7 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢⁸₈ ⌐

╗╙─≤⇔≡⁸≢⅝╢ ≢ ⇔

√™₉ 18.9 ⁸₈ ╩⇔√™⅜⁸

╩∆╣┌╟™─⅛╦⅛╠⌂™₉

16.5 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 
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18.9

17.7

4.2

4.2

1.8

13.4
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0 20 40 60

 



  

77 

 

 ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐≈™≡ 
 Ⱳꜝfi♥▫▪ ┼─  

20 №⌂√│⁸ ─ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐ ⇔√↓≤⅜№╡╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ─

╩╖╢≤⁸₈ ⇔≡™╢₉│

21.6 ≤⌂∫≡™╕∆⁹↓╣⌐₈

⌐ ⇔√↓≤⅜№╢₉ 21. 2 ╩

╦∑√a ⅜№╢ │e 42.8

≤⌂∫≡™╕∆⁹ ⁸₈ ⇔√↓

≤│⌂™₉│50. 0 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

  

ₒ 20≢₈ ₉≤ ⅎ√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆⁹x  

20  ≥─╟℮⌂ ⌐ ⇔≡™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● ⇔≡™╢ ─ │⁸₈

⁸ ≥╙ ⁸ ₉⅜ 56.3 ≢

╙ ↄ⁸ ™≢₈ ╛ ₉

33.7 ⁸₈ ─♠כⱳ☻ה ₉

23.3 ⁸₈ ה ה ⌂≥

─ ₉ 20.0 ≤ ™≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

125221.6 21.2 50.0 7.2

 

56.3

33.7

23.3

20.0

15.9

11.9

8.1

4.8

4.4

3.0

2.6

3.7

0.0

56.7

30.8

26.3

17.6

21.2

14.1

10.3

6.1

4.8

4.5

1.6

2.9

0.3

0 20 40 60
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 Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐ ⇔√ ⌂⅝∫⅛↑ 

ₒ 20≢₈ ₉≤ ⅎ√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆⁹x  

20  ⇔√ ⌂⅝∫⅛↑│ ≢∆⅛⁹ ≈╕≢  

 

● ⌐ ⇔√ ⌂⅝∫⅛↑│⁸

₈ ה ╛ ⌂≥─ ╦

╡⅛╠₉⅜ 60.7 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢

₈ ∟ ╡─ ∞∫√⅛╠₉

32.6 ⁸₈ ╛ ה ─

╦╡⅛╠₉ 22.6 ≤ ⅝⁸↓╣╠

─ │™∏╣╙ ≤⌂

∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩⇔≡™⌂™  

ₒ 20≢₈ ₉≤ ⅎ√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆⁹x  

20  ⁸ ⇔≡™⌂™ │ ≢∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩⇔≡™⌂

™ │⁸₈ ╛ ⌂≥─ ≢

⌐ ⇔√∞↑∞⅛╠₉⅜

42.1 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ ∟ ╡

─ ∞∫√⅛╠₉ 30.5 ⁸₈

⌂ ⅜⌂ↄ⌂∫√⅛╠₉

30.1 ⁸≤ ™≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

60.7

32.6

22.6

5.2

4.1

3.0

0.4

7.0

9.3

45.8

33.0

27.9

5.8

3.8

2.9

2.2

8.0

9.6

0 20 40 60 80

 

 

42.1

30.5

30.1

16.5

4.5

1.9

4.5

5.3

43.3

36.0

28.3
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1.6

4.8

4.8
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 Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐ ∆╢√╘─⅝∫⅛↑ 

ₒ 20≢₈ ₉≤ ⅎ√ ⌐⅔ ⅝⇔╕∆⁹x  

20  ≥─╟℮⌂⅝∫⅛↑⅜№╣┌ ⇔√™≤ ™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐ ∆╢√╘

─⅝∫⅛↑│⁸₈ ⌐ ⅜≢⅝

√╠₉⅜ 53.2 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢

₈ ⌂ ⅛╠─ ™⅜№╣┌₉⅜

27.0 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ─ ⇔ ™─ ╛ ⅜№∫√ ─ ≤  

21 №⌂√─ ╪≢™╢ ─ ⌐≈™≡⁸ ⇔ ™─ ╛ ⅜№╡╕∆⅛⁹╕√⁸№⌂√│∕↓

⌐ ⇔≡™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ─ ⇔ ™─ ╛ ⌐

≈™≡│⁸₈ ⇔ ™─ ╛ ⅜№

╢⅛≥℮⅛╦⅛╠⌂™₉⅜ 52.9%≢

╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹₈ ⇔ ™─

╛ ⅜№╡⁸ ⇔≡™╢₉│

14.0 ⁸₈ ⇔ ™─ ╛ ⅜№╢

⅜⁸ ⇔≡™⌂™₉│ 13.2 ≢⁸↓

╣╠╩№╦∑√a ⇔ ™─ ╛

⅜№╢ₑ│ 27.2 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 
 

 

 

53.2

27.0

10.1

7.8

6.2

18.1

3.2

0 20 40 60

125214.0 13.2 15.3 52.9 4.6
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 ≢─ ↑ ™⌐≈™≡ 
 Ⱳꜝfi♥▫▪≤⇔≡ ≢⅝╢↓≤ 

22 №⌂√─ ╪≢™╢ ≢⁸ ╠⅛─ ╩ ≤⇔≡™╢ ╠⇔─ ⁸ ╩

≤⇔≡™╢ ⁸ ≡ ─ ⌂≥ ⅜™√ ⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ≤⇔≡⁸№⌂√│≥─╟℮

⌂↓≤⌂╠ ≢⅝╢≤ ™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

22  22≢ ─ ╩™√∞™≡─ ≢№╣┌⁸№⌂√⌂╠≥─╟℮⌂↓≤⌂╠

≢⅝╢≤ ™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● Ⱳꜝfi♥▫▪≤⇔≡ ≢⅝╢↓≤│⁸₈ ─ ⅛↑⁸ ╡₉⅜ 41.5 ≢ ╙

ↄ⁸ ™≢⁸₈ ⌐ ╩ ┬⌂≥─ ↑₉ 33.6 ⁸₈ ─ ₉ 29.3 ⁸

₈ ⌂≥─ ⇔ ₉ 24.6 ⁸₈↔╖ ⇔₉ 20.3 ≤ ™≡™╕∆⁹╕√⁸₈

⌐⌂™₉│ 17.3 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

● Ⱳꜝfi♥▫▪≤⇔≡ ≢⅝╢↓≤│⁸₈ ─ ⅛↑⁸ ╡₉⅜ 23.2 ≢ ╙

ↄ⁸ ™≢⁸₈ ⌂≥─ ₉ 21.5 ⁸₈↔╖ ⇔₉ 18.1 ⁸₈ ⌐ ╩

┬⌂≥─ ↑₉ 17.8 ⁸₈ ─ ₉ 16.6 ⁸₈ ⌂≥─ ⇔ ₉

15. 9 ≤ ™≡™╕∆⁹╕√⁸₈ ⌐⌂™₉│ 27.0 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 
 ₒ Ⱳꜝfi♥▫▪≤⇔≡ ≢⅝╢↓≤ₓ       ₒ Ⱳꜝfi♥▫▪≤⇔≡ ≢⅝╢↓≤ₓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.5
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5.0
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 ⌐≈™≡ 
 ─  

23 №⌂√│ β╩ ∫≡™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ⌐≈™≡│⁸₈╟ↄ

∫≡™╢₉≤₈ ⇔ ∫≡™╢₉╩

╦∑√a ∫≡™╢ │e 35.1 ≢⁸↓

╣⌐₈ │ ™√↓≤⅜№╢₉╩

╦∑√ │ 62.2 ≤⌂∫≡™╕

∆⁹ 

 

 

 

 

 ─  

24 №⌂√ ╛ ⅜⁸ ⌂≥⌐╟╡ ⅜ ⌐≢⅝⌂ↄ⌂∫√≤⅝₈ ₉╩

⇔√™≢∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ─ │⁸₈

⇔√™₉⅜24.8 ⁸₈ ⇔√ↄ⌂™₉

⅜ 15.5 ≢⁸₈╦⅛╠⌂™₉⅜ 56.5

≢ ╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 ⌐≈™≡ ∫≡™╢  

25 ⌐≈™≡ ≢⅝╢ ╩ ∫≡™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● ⌐≈™≡ ∫≡™╢

│⁸₈ ╠⌂™₉⅜ 61.4 ⁸

╠⅛─ ╩ ∫≡™╢⅜ 34.8

≤⌂∫≡™╕∆⁹ ∫≡™╢ │

₈ ₉⅜ 20.1 ⁸₈ ₉

⅜ 12.5 ⁸₈ ה

⌂≥ ₉⅜ 12.1 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

  

12527.4 27.7 27.1 35.2 2.6 

125224.8 15.5 56.5 3.1

 

20.1 

12.5 

12.1 

9.3 

7.9 

1.7 

0.4 

61.4 

3.8 

0 20 40 60 80

※ 成年後見制度 

認知症や障害などの理由で判断能力の不十分な人に代わり、家

庭裁判所が選んだ本人にとって最適な後見人が財産を管理した

り、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への

入所に関する契約を結ぶなどの支援を行う制度 
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 ─ ─ ה ⌐ ⌂↓≤ 

26 ─ ─ ה ─√╘⌐│≥─╟℮⌂↓≤⅜ ∞≤ ™╕∆⅛⁹™ↄ≈≢╙  

 

● ─ ה ⌐

⌂↓≤│⁸₈ ₉⅜ 36.9 ≢

╙ ↄ⁸ ™≢⁸₈ ─

₉ 31.0 ⁸₈ ─ ₉

30.0 ⁸₈ ─ ⌐ ╦∑√

─ ₉ 27.0 ≤ ™≡™╕

∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─↓╣⅛╠─ ⌐≈™≡ 
 ╩ ⌐∆╢√╘⌐ ⌂↓≤ 

27 №⌂√─ ╗ ─ ╩╟╡ ⌐∆╢√╘⌐│⁸ ⌐≤∫≡≥─╟℮⌂↓≤⅜ ∞≤

™╕∆⅛⁹ ™ↄ≈≢╙  

 

● ╩ ⌐∆╢√╘⌐

⌂↓≤│⁸₈ ⅜№™↕≈╛

⅜≢⅝╢ ╩ →╢₉⅜ 46.6 ≢

╙ ↄ⁸ ™≢₈ ⅜ ─↕╕

↨╕⌂ ╛ ⌐≈™≡╙∫≤

╢₉ 28.4 ⁸₈▪♪Ᵽ▬☻╛

⌂≥ ─ ╩ ∆╢ ╖

─ ₉ 22.4 ⁸₈Ⱳꜝfi♥▫▪

╛ ⌐ ∆╢ ╩

∆╢₉ 21.4 ₈ ≤ ≥

╙⌂≥⁸™╤™╤⌂ ⅜ ╕∫≡

∆╢ ╩≈ↄ╢₉ 21.0 ⁸≤

™≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

  

 

46.6 

28.4 

22.4 

21.4 

21.0 

13.5 

11.3 

11.2 

8.0 

3.2 

8.8 

6.9 

0 10 20 30 40 50

※ 法人後見 

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯなどの法人が支

援・保護を行う 

※ 市民後見人 

社会貢献への意欲が高い一般市民の方が支援・保

護を行う 

36.9

31.0

30.0

27.0

15.5

12.2

9.3

4.2

0.7

25.8

3.8

0 10 20 30 40

※ 

※ 
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 ─ ה ─  

28 №⌂√│⁸ ─ ⅜ ℮ ה ⌐⅔™≡⁸ ⇔≡™╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ─ ה ─ │⁸

₈╦⅛╠⌂™₉⅜ 65.0 ≤⌂∫≡™

╕∆⁹╕√⁸₈ ⇔≡™╢₉≤₈№

╢ ⇔≡™╢₉╩ ╦∑√a

│e 21.2 ≢⁸₈№╕╡ ⇔≡™

⌂™₉≤₈ ≢№╢₉╩ ╦∑√a

ₑ 9. 5 ╩ 11.7ⱳ▬fi♩ ∫

≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 ⌂ ⅜☻ⱦכ◘ ↑╠╣╢√╘⌐ ∆═⅝↓≤ 

╩☻ⱦכ◘ 29 ≤∆╢ ⅜ ╩☻ⱦכ◘⌂ ↑╢√╘⌐ ╙ ↕∑╢═⅝∞≤ ℮╙─

│ ≢∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

╩☻ⱦכ◘ ● ≤∆╢ ⅜

╩☻ⱦכ◘⌂ ↑╠╣╢√╘⌐

∆═⅝↓≤│⁸₈ ⌐☻ⱦכ◘

∆╢ ╩ ↄ ⌐ ∆╢₉⅜

27.7 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ כ◘

ⱦ☻╩ ↑╢≤⅝─ ─ ╩

↕∑╢₉ 21.2 ⁸₈ ⱦכ◘

☻⌐≈™≡─ ╩ ↕∑╢₉

17.3 ≤ ™≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

27.7
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8.2
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2.2
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12522.2 19.0 6.9 2.6 65.0 4.4
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 ⌐≈™≡─ ⅎ  

30 №⌂√│⁸ ™╛╡─ ╛ ┼─ ≤ ─ ╩ ≡╢ ╩≥─╟℮⌐ ℮─⅜╟™≤

ⅎ╕∆⅛⁹ ≈∞↑  

 

● ™╛╡─ ╛ ┼─ ≤

─ ╩ ≡╢ ⌐≈™≡─ ⅎ

│⁸₈ ─ ≢ ┬₉⅜36.9

≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ ─ ≢ ⁸

⁸ ⌂≥⅛╠ ┬₉

22.8 ⁸₈ ─ ⌂≥╩ ∂

≡ ┬₉ 14.8 ≤ ™≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─↓╣⅛╠─ ≢ ╩⅔ↄ═⅝↓≤ 

31 ─↓╣⅛╠─ │ ⌐ ╩⅔ↄ═⅝∞≤ ™╕∆⅛⁹ ≈╕≢  

 

● ─↓╣⅛╠─ ≢ ╩

⅔ↄ═⅝↓≤│⁸₈ ⇔≡ ≢

╩ ↔∆√╘─ ₉⅜

60.4 ≢ ╙ ↄ⁸ ™≢₈ ⇔≡

≡⅜≢⅝╢√╘─ ≡ ₉

39.9 ⁸₈ ₁⌂ ⌐

≢⅝╢꞉fi☻♩♇ⱪ ₉

39. 3 ⁸₈ ⅜ ↑ ⅎ╢

≠ↄ╡₉ 31.2 ≤ ™≡™╕

∆⁹ 
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